
摂 津 市 議 会

総務常任委員会記録

平成１８年３月１３日

議 　 会 　 事 　 務 　 局



目 　 　 　 次

総務常任委員会

３月１３日

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局

職員、審査案件�� � 1

開会の宣告�� � 2

市長あいさつ

委員会記録署名委員の指名�� � 2

議案第１号所管分及び議案第９号所管分の審査�� � 2

補足説明（総務部長、市長公室長、消防長、監査委員・選挙管理・公

　　　　　平・固定資産評価審査委員会事務局長）

質疑（南野委員、三宅委員、野口委員、森西委員）

議案第５号の審査�� � 61

散会の宣告�� � 61



総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時
平成１８年３月１３日（月）午前１０時　　　　開会
　　　　　　　　　　　　　午後　４時４５分　散会

１．場所
大会議室

１．出席委員
委 員 長� 山本善信 � 副委員長� 森西　正 � 委　　員� 南野直司
委　　員� 三好義治 � 委　　員� 野口　博 � 委　　員� 三宅秀明

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森山一正� 助　役　小野吉孝
市長公室長　寺田正一� 市長公室次長兼人事課長　中岡健二�
同室参事兼秘書課長　南野邦博　　同室参事兼人権室女性政策課長　寺西義隆
秘書課参事　藤井智哉� 政策推進課長　有山　泉� 同課参事　前川　進
同課参事　山田雅也　　　　人権室人権推進課長　藤原堅太郎
総務部長　奥村良夫� 同部次長兼納税課長　葭中　勉
同部参事兼法制文書課長　小寺芳政　　同部参事兼契約検査課長　石田光次
総務防災課長　杉本正彦� 財政課長　堤　守� 情報政策課長　東角泰典
市民税課長　寺本敏彦� 固定資産税課長　宮部善隆
会計室長　阿久根俊二� 同室参事　佐伯卓治
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　杉浦　徹
同局次長　大砂　渉�
消防長　稲田晴彦� 消防本部次長兼消防署長　石田喜好
同本部次長兼総務課長　浜崎健児　　予防課長　水田謙二� 警備第１課長　北居　一
同課参事　池沢弘員� 警備第２課長　本山　勝�

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　野杁雄三� 同局次長代理　上　清隆

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成１８年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成１７年度摂津市一般会計補正予算所管分
議案第　５号　平成１８年度摂津市財産区財産特別会計予算
議案第２１号　摂津市国民保護対策本部及び摂津市緊急対処事態対策本部条例制定の

件
議案第２２号　摂津市国民保護協議会条例制定の件
議案第２５号　摂津市災害対策推進条例制定の件
議案第２８号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件所管分（第２条第４

号（市税に関する事務）に関する改正）
議案第２６号　摂津市企業誘致条例制定の件
議案第２７号　一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定

の件
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（午前１０時　開会）

○山本善信委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは総務常任委員会開催、大変ご

苦労さまでございます。皆さん方には先

日来、各会派の代表質問等々で貴重なる

ご提言をいただきまして、大変ありがと

うございました。きょうはそれを受けま

しての委員会でございますが、何とぞ慎

重審査の上、ご可決賜りますようよろし

くお願いいたします。

　私は一たん退席いたしますけれども、

在庁いたしておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。ありがとうござ

いました。

○山本善信委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野口委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付いたしております案のとおり行うこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　ご異議なしと認めま

す。よって、そのように決定いたしまし

た。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、議案第１号、

平成１８年度摂津市一般会計当初予算の

うち、総務部等に係る部分につきまして、

目を追って主なものの補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入でございますが、２３ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、

個人は、前年度に比べ３億７，０２０万

円の増となっております。これは定率減

税の縮減などの制度改正の影響により、

個人市民税の増が見込まれることによる

ものでございます。

　目２、法人は、前年度に比べ１億９，

８４０万円の増となっております。これ

は前年度に引き続き、企業収益の改善に

よる法人税割の増が見込まれることによ

るものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ４億３５０万円の大幅

減となっております。これは平成１８年

度評価替えに伴う土地、家屋の評価の減

によるものでございます。

　２４ページ、目２、国有資産等所在市

町村交付金及び納付金は、前年度に比べ

１００万円の増となっております。

　項３、軽自動車税は、前年度に比べ５

９０万円の増となっております。

　２５ページ、項４、市たばこ税は、前

年度に比べ３，９００万円の増となって

おります。これはたばこ税の税率の改定

によるものでございます。

　項５、都市計画税は、前年度に比べ９，

１００万円の減となっております。これ

は、固定資産税と同様の理由によるもの

でございます。

　２６ページ、款２、地方譲与税、項１、

所得譲与税は、前年度に比べ３億４，１

００万円の増となっております。これは、

三位一体の改革に伴う平成１８年度国庫

補助負担金の廃止・縮減分の代替財源と

して、増額措置されたものでございます。

　項２、自動車重量譲与税は、前年度と

同額を計上いたしております。
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　２７ページ、項３、地方道路譲与税は、

前年度と同額を計上いたしております。

　款３、利子割交付金は、前年度に比べ、

２，３００万円の減となっております。

　２８ページ、款４、配当割交付金は、

前年度に比べ２，４００万円の増となっ

ております。款５、株式等譲渡所得割交

付金は、前年度に比べ、５００万円の増

となっております。

　２９ページ、款６、地方消費税交付金

は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。

　款７、ゴルフ場利用税交付金は、前年

度に比べ１０万円の減となっております。

　３０ページ、款８、自動車取得税交付

金は、前年度と同額を計上いたしており

ます。

　款９、地方特例交付金は、前年度に比

べ１億１，０００万円の減となっており

ます。これは、定率減税の縮減に伴う減

でございます。

　３１ページ、款１０、地方交付税は、

前年度に比べ２，０００万円の減となっ

ております。これは、三位一体の改革に

伴う地方交付税の抑制により、減額が見

込まれることによるものでございます。

　款１１、交通安全対策特別交付金は、

前年度に比べ１００万円の増となってお

ります。

　３３ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目１、総務使用料は、

庁舎施設等使用料を、また３６ページ、

項２、手数料、目１、総務手数料では、

税務諸証明手数料などを計上いたしてお

ります。

　続きまして、５２ページをご覧いただ

きたいと存じます。

　款１５、府支出金、項３、委託金、目

１、総務費委託金では、府税徴収事務委

託金を計上いたしております。

　５４ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は、

前年度に比べ１８８万５，０００円の減

となっております。これは、土地貸付収

入の減によるものでございます。

　目２、利子及び配当金は、各種基金利

子を計上いたしております。

　５５ページ、款１７、寄附金は前年度

と同額を計上いたしております。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

前年度と同額を計上いたしております。

　５６ページ、項２、基金繰入金、目１、

財政調整基金繰入金は、前年度に比べ１

億４，３７２万３，０００円の減、目２、

減債基金繰入金は、前年度に比べ１億円

の減となっております。これらは公債費

等で増嵩している歳出と減少している歳

入との調整のため、基金を取り崩し、一

般会計に繰り入れるものでございます。

　５７ページ、款１９、諸収入、項１、

延滞金、加算金及び過料、目１、延滞金

は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。

　項２、市預金利子、目１、市預金利子

は、前年度に比べ５万円の減となってお

ります。

　５８ページ、項３、貸付金元利収入、

目３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入

は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。

　５９ページ、項４、雑入では、財政課

分として大阪府市町村振興協会交付金な

ど、総務防災課分として水道事業会計か

らの収入などを計上いたしております。

　続きまして６３ページ、款２０、市債

は、全体で前年度に比べ２億６，２３０

万円の減となっております。これは、三

位一体の改革により、臨時財政対策債が

減となったことや、定率減税の縮減に伴
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い、市民税等減税補てん債が減となった

ことによるものでございます。

　本年度発行予定の市債といたしまして

は、目１、民生債では災害援護資金貸付

債や、借換債、目２、衛生債では、清掃

運搬施設等整備事業債、目３、土木債は

交通バリアフリー施設整備事業債や借換

債など、目４、消防債は消防施設整備事

業債、目５、教育債は借換債、目６、市

民税等減税補てん債は市民税等減税補て

ん債、目７、臨時財政対策債は臨時財政

対策債となっております。

　借換債以外の借り入れ限度額及び借り

入れ方法などにつきましては、１２ペー

ジの第３表、地方債に記載のとおりでご

ざいます。

　続きまして、歳出でございますが、７

０ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費につきましては

７６ページまで記載のとおり、そのほと

んどが事務執行経費でございます。

　７６ページ、目２、文書広報費は、文

書の郵送料などに係る経費を計上いたし

ております。

　７７ページ、目３、会計管理費は、会

計室に係る事務執行経費を計上いたして

おります。

　７８ページ、目４、財産管理費は、庁

舎や集会所に係る維持管理経費などを計

上いたしております。

　７９ページ、目５、車両管理費は、公

用車両の事故に対する賠償金を計上いた

しております。

　８２ページ、目１０、電子計算費は、

庁内の電子計算処理経費を計上いたして

おります。

　８９ページ、目１６、財政調整基金費、

目１７、公共施設整備基金費、目１８、

減債基金費は、それぞれの基金利子を積

み立てるものでございます。

　９０ページ、項２、徴税費、目１、税

務総務費、９２ページ、目２、賦課徴収

費につきましては、税務事務に係る執行

経費を計上いたしております。

　続きまして、１７８ページをご覧いた

だきたいと存じます。

　款８、消防費、項１、消防費、目４、

災害対策費は前年度に比べ１１７万５，

０００円の増となっております。本年度

は、地域防災計画修正業務委託料や、危

機管理指針作成業務委託料を計上いたし

ましたほか、各種備蓄物品や防災器具費

等の購入などに係る経費を計上いたして

おります。

　次に、２１７ページをご覧いただきた

いと存じます。

　款１０、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、前年度に比べ１２億３，７５１

万１，０００円の減となっております。

これは、前年度に公債費のピークを終え

たため、大幅に減少したことによるもの

でございます。

　目２、利子は、前年度に比べ１億５，

０５４万７，０００円の減となっており

ます。

　２１９ページ、款１１、諸支出金、項

２、繰出金は、前年度と同額を計上いた

しております。

　２２０ページ、款１２、予備費は、前

年度と同額を計上いたしております。

　以上、平成１８年度一般会計予算の補

足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算（第６号）の

うち、総務部等の所管する事項につきま

して補足説明をさせていただきます。

　まず、８ページの第３表、地方債の補

正のうち、追加分の小学校トイレ改修事

業ほか２件につきまして、国の補正予算

で補助採択されたことに伴い、新たに起
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債許可が見込まれるものでございます。

　９ページ、変更分につきましては、消

防施設整備事業ほか２件について、それ

ぞれ起債許可額が確定したことにより、

その起債の限度額を変更いたすものでご

ざいます。

　次に、歳入につきまして、１２ページ、

款１、市税、項１、市民税、目１、個人

は、１億３，０００万円の増額で、個人

所得割が当初見込み額より増加したこと

によるものでございます。目２、法人は、

１，０００万円の増額で、企業収益の回

復により法人税割が増加したことによる

ものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、３，０００万円の増額で、大臣配分

に係る償却資産について、当初見込額を

上回る新規設備増があったことによるも

のでございます。

　１３ページ、項４、市たばこ税、目１、

市たばこ税は、３，０００万円の増額で

消費本数が当初見込みより増加したこと

によるものでございます。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特

例交付金、目１、地方特例交付金は、１

６９万６，０００円の増額で、交付額の

確定により増額いたすものでございます。

　１５ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、消防費国庫補助

金は、５２万２，０００円の減額で、洪

水ハザードマップ作成支援補助金の交付

額の確定により減額いたすものでござい

ます。

　１７ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金では、

新たに洪水ハザードマップ作成支援補助

金３１５万円を計上いたしております。

　１９ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目２、利子及び配当金は、

１５万４，０００円の増額で、財政調整

基金などの利子がほぼ確定したことに基

づくものでございます。

　２０ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、競艇寄附金

５９３万５，０００円、一般寄附金１，

２００万円を計上いたしております。

　款１９、諸収入、項４、雑入、目１、

雑入では、大阪府市町村振興協会交付金

１，７５９万１，０００円、自動販売機

設置料１００万円を増額したほか、市町

村振興宝くじ広告宣伝協力金１０万円を

事業の見直しにより減額いたしておりま

す。

　２１ページ、款２０、市債、項１、市

債は、先ほど申し上げましたとおり、補

助採択により新たに起債許可が見込まれ

るもの及び起債許可額の確定に伴う起債

限度額の変更を計上いたしております。

　２２ページ、款２１、繰越金、項１、

繰越金、目１、繰越金は、１，１６０万

４，０００円の増額で、前年度繰越金を

計上いたしております。

　続きまして、歳出でございますが、今

回、補正をお願いいたします予算のうち、

減額補正につきましては、事業費を精査

し、経費の節減に努める中で、決算で見

込める不用額について減額いたしたもの

で、２４ページから２６ページまでの款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費、２７ページの目２、文書広

報費、目３、会計管理費、２７ページか

ら２８ページまでの目４、財産管理費、

３０ページの目１０、電子計算費、３３

ページの項２、徴税費、５８ページから

５９ページの款８、消防費、項１、消防

費、目４、災害対策費、６９ページの款

１０、公債費、項１、公債費において計

上いたしております。

　次に、今回、増額補正いたしておりま

す項目につきましては、３２ページ、款
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２、総務費、項１、総務管理費、目１６、

財政調整基金費で、今回の補正財源を調

整するため、財政調整基金積立金を計上

いたしたほか、目１８、減債基金費で、

減債基金積立金を、目１９、土地開発基

金費で、土地開発基金積立金をそれぞれ

計上いたしております。

　以上、平成１７年度補正予算（第６号）

の補足説明とさせていただきます。

○山本善信委員長　続いて、市長公室長。

○寺田市長公室長　それでは、議案第１

号、平成１８年度摂津市一般会計当初予

算のうち、市長公室に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３３ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料で、男女共同

参画センター使用料を計上いたしており

ます。

　４３ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金では、

工業統計調査等、各種指定統計調査の実

施に係る指定統計調査費委託金を計上い

たしております。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金で、人

権問題啓発推進についての相談、講師業

務などに係る人権相談事務費補助金を計

上いたしております。

　５２ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金で、人権啓

発の事業に係る人権啓発活動委託金を計

上いたしております。

　５９ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入で、今年度から市広報

紙に広告を掲載いたします広告料収入や

退職者の在職期間に応じ、水道事業会計

から収入する退職手当水道事業会計負担

金などを計上いたしております。

　次に、歳出でございますが、７０ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費では、秘書業務、女性

政策推進に係る業務など、各課にかかわ

ります事務執行経費のほか、人事課で所

管しております職員研修、労働安全衛生、

職員健康管理、職員厚生会関係などの予

算を計上いたしております。

　人事課予算では、前年度に人材育成基

本方針支援委託料があったことや、職員

厚生会補助金を見直しなどにより２９１

万８，０００円の減額となっております。

　７６ページ、目２、文書広報費では、

広報せっつの編集、発行、配布に係る経

費のほか、ホームページの情報追加更新

及び市内公共施設地図、市勢要覧の作成

などに係る経費を計上いたしております。

　７９ページ、目６、企画費では、政策

推進課に係る事務経費のほか、市民の皆

様方から要望が多く検討を続けておりま

した公共交通網の整備に係る公共施設を

巡回するバスを一定期間運行する委託料

５０８万２，０００円と市制施行４０周

年記念事業などを計上いたしております。

　８４ページ、目１２、女性政策費では、

男女共同参画社会をめざすための経費な

どを計上いたしております。前年度に男

女共同参画意識調査委託を行ったことか

ら、本年度は８８万９，０００円の減額

となっております。

　目１３、男女共同参画センター費では、

男女共同参画センター管理運営のほか、

相談業務や講座開催に要する経費などを

計上いたしております。

　総合福祉会館閉鎖に伴い、開館日をふ

やし、開館時間の延長を行ったことから

前年に比べ３５９万４，０００円の増額

となっております。

　８７ページ、目１５、諸費においては、

人権啓発推進事業、平和事業の経費など
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を計上いたしております。人件費に係り

ます予算につきましては、２２３ページ、

給与費明細書をご参照ください。平成１

８年度当初予算の給与費は、特別職に係

る予算として、４億５６９万１，０００

円、一般職に係る予算として、６７億６，

６７５万３，０００円、総額７１億７，

２４４万４，０００円を計上いたしてお

ります。

　前年度当初予算と比較いたしますと、

４．９％、３億３，６０２万５，０００

円の増となっております。これらの給与

費の関係予算は、それぞれの予算科目に

おいて計上いたしておりますが、それぞ

れの合計は報酬が２億９，４３３万７，

０００円、給料が２９億１３４万１，０

００円、職員手当が３０億３，３２６万

５，０００円、共済費が９億４，３５０

万１，０００円となっております。

　次に、一般職の給与費の主な増減につ

いてご説明を申し上げます。

　給与費全体では、４億４，４６５万４，

０００円の増額となっております。その

内訳は、給料で２，９２３万９，０００

円の増額。職員手当で４億１，５４１万

５，０００円の増額となっております。

　また、それぞれの内訳としましては、

給料の２，９２３万９，０００円の増額

は、普通昇給分として２，４１２万円の

増額となっており、平成１５年度から行っ

ていた給与、１等級、２等級の３％の減

額、３から７等級の２％減額措置の期間

満了に伴い、６，１５５万９，０００円

の増額となったものの、採用、退職、会

計間の異動による減額により４，７１８

万円の減額となったことによります。

　職員手当では、４億１，５４１万５，

０００円の増額は制度改正に伴う分とし

まして、期末、勤勉手当の支給率の引き

上げなどで１，２９５万７，０００円の

増額と退職、会計間の異動による減額が

あったものの、退職手当４億４，１３９

万１，０００円の増額となったことによ

り、増額となっております。

　共済費では、７，２５５万７，０００

円の減額となっております。この主な要

因といたしましては、市町村職員共済組

合の年金の負担金料率及び市町村職員健

康保険組合の介護保険に係る負担金料率

が改正され、増額となったものの、市町

村職員互助会の補給金料率の引き下げや

採用、退職、会計間の異動により減少し

ております。

　続きまして、議案第９号（補正６号）、

平成１７年度摂津市一般会計補正予算の

うち、市長公室にかかわります事項につ

きまして補足説明をさせていただきます。

　歳入についてでございますが、１６ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金では、指定統計調査

の委託金が確定したことに伴い、１，１

００万円を減額いたしております。

　次に、歳出についてでございますが、

２４ページ、款２、総務費、項１、総務

管理費、目１、一般管理費では、市交際

費など、経費の節減に努めました秘書課

の業務執行経費１３８万円を減額し、対

象者の減などによる職員健康診断委託料

や教養研修費負担金の減額などのほか、

人事課の業務執行経費１，６２８万８，

０００円を減額いたしております。

　また、人件費に係ります予算について

は、７１ページ、給与費明細書をご参照

ください。給料で、年度途中の退職者が

あったことなどにより１，５４６万１，

０００円を減額いたしております。

　職員手当では、２億１，７６４万円の

増額となっておりますが、主な要因は、

退職手当で当初予定しておりました定年

退職者以外に退職者が生じたため、２億
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３，５４７万１，０００円の増額をいた

したことによるものでございます。

　２８ページ、目６、企画費では、政策

推進課の業務執行経費を、３０ページ、

目１２、女性政策費、３１ページ、目１

３、男女共同参画センター費では、男女

の共同参画社会をめざすための経費や、

女性センター管理運営のほか、相談業務

に要する経費など、女性政策課の業務執

行経費を、目１５、諸費では、平和事業、

人権啓発事業など、人権推進課の業務執

行経費を、３８ページ、項５、統計調査

費、目２、指定統計調査費では、国の指

定統計調査に係る業務執行経費を決算見

込みにより減額いたしております。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

○山本善信委員長　続いて、消防長。

○稲田消防長　それでは、議案第１号、

平成１８年度摂津市一般会計予算のうち、

消防本部に係る事項につきまして、目を

追ってその主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、３５ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目６、消防使用料は、消防本部

施設行政財産使用料でございます。

　３８ページ、項２、手数料、目５、消

防手数料は、危険物設置許可等申請に伴

う手数料でございます。

　５１ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金でございます。

　６１ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入は、消防団員退職報償

費及び近畿道救急業務実施市町村交付金

が主なものでございます。

　次に、歳出でございますが、予算概要

につきましては９６ページから１０１ペー

ジにかけ記載いたしておりますので、あ

わせてご参照願います。

　１７１ページ、款８、消防費、項１、

消防費、目１、常備消防費は１０億３，

６８６万４，０００円で、前年度と比較

して２．６％、２，５８２万９，０００

円の増加となっております。

　１７２ページ、旅費は救急救命士の養

成及び各種技術習得のための大阪府立消

防学校などへの職員研修派遣に係る普通

旅費でございます。

　需用費は、消防活動に係る消耗品や被

服及び緊急情報システムに係る消耗品、

並びに消防車両や消防庁舎の維持管理経

費などでございます。

　１７４ページ、委託料は、庁舎清掃委

託料、庁舎総合管理委託料及び緊急情報

システム等保守管理委託料などでござい

ます。

　工事請負費及び１７５ページ、備品購

入費はＮＯｘ・ＰＭ法の規制対象となる

救助工作車の更新及び救助用資機材整備

に要する経費でございます。

　負担金、補助及び交付金は、大阪航空

消防運営費負担金、救急救命士養成をは

じめとする大阪府立消防学校入校負担金、

消火栓整備負担金などでございます。

　続きまして、１７６ページ、目２、非

常備消防費は３，４５９万７，０００円

で、前年と比較して１．２％、４１万円

の減額となっております。報酬は、消防

団員に対する報酬でございます。報償費

は、退職消防団員に対する報償金でござ

います。旅費は、火災出動及び訓練並び

に歳末非常警戒等の費用弁償でございま

す。需用費は、消防団員被服の購入、消

防団車両の維持管理経費などでございま

す。

　１７７ページ、負担金、補助及び交付

金は、消防団員等公務災害補償等共済基

金負担金及び消防分団施設整備補助金な
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どでございます。

　以上、平成１８年度摂津市一般会計予

算のうち、消防本部に係る事項の補足説

明とさせていただきます。

　次に、議案第９号、平成１７年度摂津

市一般会計補正予算（第６号）のうち、

消防本部に係る事項につきまして、補足

説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、５７ページ、款

８、消防費、項１、消防費、目１、常備

消防費の減額は、消防ポンプ自動車購入

に係る執行差金のほか、各事業における

執行差金でございます。

　５８ページ、目２、非常備消防費の減

額は、摂津市第二分団屯所の水道布設に

係る執行差金でございます。

　以上、平成１７年度摂津市一般会計補

正予算のうち、消防本部に係る事項の補

足説明とさせていただきます。

○山本善信委員長　続いて、杉浦局長。

○杉浦監査委員、選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　議案第１

号、平成１８年度摂津市一般会計当初予

算のうち、公平委員会、固定資産評価審

査委員会、選挙管理委員会、監査委員に

係ります項目につきまして、補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、５２ペー

ジの款１５、府支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金につ

きましては、平成１９年４月２９日に任

期満了となります府議会議員選挙に係る

委託金でございます。

　次に、歳出でございますが、８１ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目８、公平委員会費及び８２ページの目

９、固定資産評価審査委員会費につきま

しては、委員報酬、旅費などの管理経費

でございます。

　次に、９８ページ、款２、総務費、項

４、選挙費、目１、選挙管理委員会費に

つきましては、委員報酬、旅費などの管

理経費でございます。

　９９ページの目２、府議会議員選挙費

は、府議会議員選挙に係る経費で、人件

費や入場整理券の印刷代及び郵送料、ポ

スター掲示場設営撤去委託料、選挙器具

購入費等執行管理経費でございます。

　次に、１０３ページの項６、監査委員

費、目１、監査委員費につきましては、

委員報酬、旅費などの管理経費でござい

ます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

　続きまして、議案第９号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算（第６号）の

うち、公平委員会、固定資産評価審査委

員会、選挙管理委員会、監査委員に係り

ます項目につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジの款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金は平

成１７年９月１１日執行の衆議院議員総

選挙に伴います委託金の確定により減額

するものでございます。

　次に、歳出でございますが、２９ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目８、公平委員会費及び、目９、固定資

産評価審査委員会費につきましては、報

酬、旅費等管理経費の精査に伴い減額す

るものでございます。

　３４ページ、款２、総務費、項４、選

挙費、目１、選挙管理委員会費につきま

しては、旅費、需用費など管理経費の精

査に伴い減額をするものでございます。

　目２、農業委員会選挙費につきまして

は、選挙が無投票となったことに伴い減

額をするものでございます。

　３５ページ、目３、市議会議員一般選

－ 9 －



挙費につきましては、平成１７年９月１

１日執行の市議会議員選挙の執行経費が

確定いたしたことに伴い減額をいたすも

のでございます。

　３６ページ、目４、参議院議員総選挙

費につきましては、平成１７年９月１１

日執行の衆議院議員総選挙の執行経費が

確定いたしたことに伴い減額をいたすも

のでございます。

　３９ページ、款２、総務費、項６、監

査委員費、目１、監査委員費につきまし

ては、管理経費の精査により減額をする

ものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○山本善信委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　南野委員。

○南野委員　おはようございます。それ

では、まずはじめに、平成１７年度摂津

市一般会計補正予算から４点質問を行い

ます。

　まず、１つ目に、１２ページの歳入、

款１、市税、項１、市民税、目１、個人、

節１、現年課税分１億３，０００万円の

増額、また目２、法人、節１、現年課税

分１，０００万円の増額について、先ほ

ど補足説明もいただきましたが、増額に

ついてお尋ねいたします。景気が回復傾

向にあると予測しましたが、個人に対し

て法人が余り伸びていない。市民の所得

状況が今、どういう状況になってきてい

るのか。法人に関しても平成１８年度ど

のように予測されておられるのか、その

点お聞かせください。

　２つ目に、１６ページ、款１４、国庫

支出金、項３、委託金、目１、総務費委

託金、節３、選挙費委託金１，３０８万

円の減額についてお尋ねいたします。昨

年、衆議院議員選挙と市議会議員選挙が

同時に行われ、選挙費用の割合で、府と

のやりとりがあったと思われますが、先

ほどこの分に関しても補足説明がありま

したけれども、ここで最終決着が着いた

のでしょうかということで、いろんなや

りとりがあったと思うんですけれども、

その辺の具体的な状況をここでお聞かせ

ください。

　３つ目に、１７ページ、款１５、府支

出金、項２、府補助金、目７、消防費府

補助金、節１、消防費補助金３１５万円

の増額についてお尋ねいたします。洪水

ハザードマップ作成支援補助金に関して、

補正前の額が１１３万３，０００円に対

し、府から倍以上の補助金が増額しまし

たが、この点についてお聞かせください。

これも先ほど補足説明ありましたけれど

も、この点お聞かせください。

　次に、４つ目ですけれども、２４ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費、節３、職員手当等２

億３，４７７万４，０００円についてお

尋ねいたします。特殊勤務手当について

でございますが、本年３月までの見直し

を行い、内容については、休日業務手当

なり、あるいは自動車運転手当なり、ま

た役づき職員手当を廃止の方向で組合と

議論をしておりますと昨年の委員会で答

弁をいただきましたが、現時点での状況

と今後の取り組みについてお聞かせくだ

さい。

　次に、平成１８年度摂津市一般会計予

算の７８ページの款２、総務費、項１、

総務管理費、目４、財産管理費、節１１、

需用費のうち、光熱水費４，６１３万４，

０００円についてお尋ねいたします。庁

舎のエレベーターについてですが、ボタ

ンを押すと２つのエレベーターがおりて

きたり上がってきたりしますと市民の方

から聞きまして、私自身、ほとんど階段
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を使用しておりましたが、午後５時半以

降の時間でも何回か２機のエレベーター

が同時におりてきているのを確認しまし

たので、何か設定だけで、業務時間以降

は１機で対応できないのでしょうか。私

の認識不足かもしれませんが、この点に

ついてお聞かせください。

　次に、平成１８年度予算概要の２０ペー

ジであります。款２、総務費、項１、総

務管理費、目４、財産管理費の庁舎管理

事業１億６，０４１万８，０００円につ

いてお尋ねいたします。

　本年、１月１７日に市庁舎で行われた

消防訓練についてでございますが、ちょ

うど１１年前の阪神・淡路大震災が発生

し、同じ１月１７日に実施され、テレビ

電話での通信訓練やはしご車による救助

訓練等非常によかったと思いますし、私

自身消防訓練の大切さを実感したわけで

ありますが、平成１８年度は実施される

のかどうか、お聞かせください。

　次に、平成１７年度事務事業評価結果

から、１３ページ、９２番の消防本部消

防庁舎管理事業の女性消防吏員採用に当

たっての浴室の改造についてでございま

すが、本市で初めて女性消防士の採用を

実施され、女性消防士採用に係る消防庁

舎の改修を行われましたが、どのような

採用計画をされているのか。また、今後

の女性消防士採用の計画はされておられ

るのかどうかお聞かせください。

　同じく、事務事業評価結果の１４ペー

ジであります。９７番の消防本部救急活

動事業において応急処置の拡大により救

急救命士による気管挿管の実施が可能と

なり、気管挿管を行うための消耗品を購

入し、救命処置の充実を図ることになっ

ておりますが、本市における救急救命士

の実情と気管挿管のできる方の現状及び

今後の計画はどのようになっているのか、

お聞かせください。

　続きまして、平成１８年度の取り組み

としまして、５点質問をさせていただき

ます。

　まず１つ目に、災害時における情報提

供についてでございますが、大規模災害

に備え、大阪府ではライフラインや避難

所などの防災情報をインターネットを通

じて一元的に提供する防災ポータルサイ

トの開設など、住民向けの防災情報の発

信強化を図るとし、平成２０年までの３

か年で整備を進め、市町村共同で情報一

元化に取り組むとされておりますが、こ

の防災ポータルサイトの内容と１８年度

の本市の防災計画との連携はどのように

なっているのか、ここでお聞かせくださ

い。

　２つ目ですけれども、市町村の消防の

広域化の推進についてでございますが、

消防庁は今後の消防体制のあり方につい

て議論し、大規模災害や大事故に即応す

るため全国で８４８ある消防本部の統合

を進める仮称市町村消防広域化推進法制

定の方針をかため、特に人口１０万人未

満の５３６本部について重点的に統合を

進めると検討されておりますが、１８年

度以降、本市における影響と今後の見通

しをここでお聞かせください。

　３つ目ですけども、平成１５年から取

り組んでこられましたＡＴＯＭＳ運動、

業務改善運動についてお尋ねいたします。

　市民サービスの向上、また業務の正確

性の向上、効率化を目指して全職員が業

務改善についての意識を高め、創意工夫

を行い、現場全体で日常業務における改

善策を提案され、日常業務の改善を推進

するという目的で取り組んでこられまし

たが、ＡＴＯＭＳ運動２００５の結果及

び２００６年度の具体的な取り組みをお

聞かせください。
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　４つ目でありますけれども、市長は平

成１８年度のテーマといたしまして、地

域、また女性を上げておられます。この

地域という観点から質問をいたします。

　今、全国各地の自治体で市民活動の活

性化と躍動のために仮称市民活動推進条

例を制定する動きが広がっております。

公明党としても何度も言ってきましたが、

具体的な実績を積み上げていく中で、将

来には検討することも可能になると考え

ておりますと、以前に答弁をいただいて

おりますが、この仮称、市民活動推進条

例を制定することについて、平成１８年

度において前向きに取り組む考えはない

でしょうか、お聞かせください。

　５つ目ですけども、歳出削減のための

手法であります事業仕分け導入について

でございますが、一部の地方自治体では、

事業仕分けを導入、民間シンクタンク等

の協力を得て、事業仕分けを実施、行政

の仕事として本当に必要かどうかを洗い

直し、不要、または民間委託、また他の

行政機関の事業、そして引き続きやるべ

き事業の４つに事業を仕分け、不要、ま

たは民間委託が合わせて予算の約１割に

相当する大幅な削減をされております。

　平成１８年度、本市においても事業仕

分けを導入するに関して、どのように考

えておられるのか。お聞かせください。

　続きまして、平成１８年度市政運営方

針に関して３点質問を行います。

　１つ目ですけども、平成１８年度市政

運営方針にあります新アクションプラン

の改定についてでございますが、総務省

が出した平成１８年度地方行財政重点施

策の中に、新たな時代に対応した行政改

革、行政運営の推進に向けての人事行政

の展開に職務、職責をより重視するとと

もに、地域の民間給与をより的確に反映

する観点から、地方公務員の給与のあり

方の見直しを推進する。また、より客観

的な評価制度の導入の促進など、能力、

実績を重視した人事制度の確立を推進す

る。これは国の方針でありますが、本市

において、平成１８年度市政運営方針に

あります、国の指針に基づき新アクショ

ンプランとして改定し、これまで以上の

改革を断行する決意で着実に進めてまい

りますとありますが、新たな人事に関し

ての新アクションプランの改定をどのよ

うに考えておられるのか、お聞かせくだ

さい。

　２つ目ですけども、摂津市ＩＴ化計画

の策定についてでございますが、政府の

取り組みであります。ｅ−Ｊａｐａｎ戦

略II、ｕ−Ｊａｐａｎ構想、すなわち電

子政府、電子自治体構想の推進が近年自

治体に求められております。電子自治体

への取り組みが望まれております。地方

公共団体の担うべき役割は今後、ますま

す増加してまいります。

　住民や企業に向けて幅広い行政サービ

スを効率よく提供し、また住民、企業の

要望を的確に吸収して、新たな行政サー

ビスを創出していくためには、ＩＴの活

用が必要不可欠であります。このことを

踏まえ、本市における平成１８年度、摂

津市ＩＴ化計画の策定をどのように進め

ていかれるのか、ここでお聞かせくださ

い。

　３つ目ですけども、市制施行４０周年

記念事業についてでございますが、市の

鳥の制定、市のマスコットキャラクター

の制定、人間基礎教育体験談の募集等を

市民の皆さんに広く参加していただける

企画として、本市の発展を祈念して４０

周年を盛り上げてまいる所存であります。

また、市民の皆さんと触れ合い、本市の

４０年の歩みを祝いつつ、これからの発

展をともに願ってまいりますとありまし
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た。この記念事業に市民の皆さんに広く

参加していただける企画でありますので、

かねてより私たち公明党が推進してまい

りました市民の積極的な市政への参画と

協働のかけ橋となるパブリックコメント

の導入を考えておられると認識いたしま

すが、先日２月２７日の部長会において

も、パブリックコメントの手続の流れの

考え方についての議論をされておられま

したが、いよいよ本格的にパブリックコ

メントを導入されるのかどうか、お聞か

せください。

　これで１回目の質問を終わります。

○山本善信委員長　南野委員、ご質問は

よくわかるわけですけれども、若干一般

質問になりかけてる部分がありますので、

その点ちょっと次の質問から注意してい

ただくようにお願いいたします。

　では、答弁を求めたいと思います。寺

本課長。

○寺本市民税課長　１７年度補正予算に

係ります個人市民税１億３，０００万円、

法人市民税１，０００万円の増について

の説明と１８年度予算をどう見積もった

かというご質問についての答弁をさせて

いただきます。

　まず、個人市民税１億３，０００万円

の増の理由でございますけども、今回の

補正につきましては、給与所得者の部分

で、全所得者の８割を占めます給与所得

者につきましては、給与収入の総額が平

成１２年から年々減少しておったわけで

ございますけれども、景気回復の影響で

下げどまりの傾向があらわれてきたので

はないかと見ておりまして、このまま推

移いたしますと、１７年度の個人市民税

の最終調定額が３４億４，２３６万円を

見込みまして、徴収率につきましても前

年度並みの９６．７％の徴収率が見込め

ますことから、予算額を１億３，０００

万円の増額をお願いしまして、現年課税

分で３３億２，１００万円を見込んでお

るところでございます。

　次に、法人市民税につきましては、１

６年度に引き続きまして、１号法人の主

要企業が堅調でございまして、企業のリ

ストラ等による大幅な特別損失の計上に

よります減収もないことから、このまま

推移いたしますと、現年課税分におきま

して、最終調定額が２３億８２８万円、

徴収率につきましても９９．３％を見込

んでおりまして、最終予算額を２２億８，

３００万円として、１，０００万円の増

額補正をお願いいたしておるところでご

ざいます。

　続きまして、１８年度予算の見積もり

でございますけれども、先ほども申しま

したように、給与所得者の給与収入金額

につきましては、年々減少しておったわ

けでございますけども、景気の回復の兆

しの影響を勘案いたしまして、１８年度

におきましては、給与所得者の給与収入

金額を前年並みと見込みまして、税制改

正によります影響額としまして、２億５，

１７０万円、この金額につきましては、

昨年１２月の総務常任委員会で委員の皆

様方にお示しさせていただいておる数字

でございます。それに、納税義務者減少

によります減を９４０万円など考慮いた

しまして、現年課税分で前年度比１１．

６％増の３５億６，２００万円を計上さ

せていただいたところでございます。

　また、法人市民税につきましては、法

人税割は景気の動向によりまして、増減

いたします非常に不安定な財源でござい

ますが、１６年度決算で１号法人の主要

企業が好決算になりまして、１７年度も

引き続き堅調に推移しておりますことか

ら、現年課税分で前年度比８．７％増の

２４億７，１００万円を予算計上させて

－ 13 －



いただいたところでございます。

○山本善信委員長　杉本課長。

○杉本総務防災課長　洪水ハザードマッ

プの府補助金の補正における増額につい

てはということでございますけども、こ

れは昨年度当初におきまして、府の方で

洪水ハザードマップの補助金の算定等に

ついて詳細決まっておりませんでしたの

で、計上しておりませんでした。今回、

補正で計上させていただきました。なお、

洪水ハザードマップにつきましては、国・

府・市それぞれ３分の１ということの支

出でございますので、間もなくお示しで

きるかと思いますけれども、そのうちの

府の分を増額させていただいたというこ

とでございます。

　次に、エレベーターの２機おりてくる

のはなぜかということでございますが、

大変申しわけございません。先週、我々

も点検のところで気づきまして、業者を

呼びましてそれの修正をかけております

ので、今現在は修理は終わっておると思っ

ております。

　なぜ１機で対応できないのかというお

話でございますが、ランプはつきますけ

ども、長時間とまりますと１機は停止状

態になりまして、１機のみで対応すると

いうプログラムにはなっております。で

すから、今回の２機おりてくるというの

は若干修正をかけましたので、今は長時

間とまりますと１機で対応できるものと

考えております。

　次に、消防訓練でございますが、大変

よかったということで、非常に我々もそ

う言っていただいて喜んでおります。本

市の消防計画の中で年１回以上の消防訓

練をということになっておりますので、

今後とも引き続き実施してまりいたいと

思いますし、また実情に即した具体的な、

皆さんに訓練になるような形を考えてい

きたいと思いますので、ご協力の方お願

いしたいと思います。

　続きまして、府のポータルサイトの件

でございますけれども、これにつきまし

ては、昨年度の秋口以降に府の方で急な

話だったんですけども、防災情報の充実

を非常にしたいということで、府知事以

下の強い意思があったようでございます

けども、そういう強化事業をしようとい

うことで、災害時の情報伝達等を考えら

れたようでございます。

　私どもの方にもお話がございまして、

内容につきましては、防災ポータルサイ

トの開設、ポータルサイトという言い方

はあれですけど、ホームページをイメー

ジしていただいたらいいんですけど、今

までばらばらであったものを一元的に情

報を集約し、それを府民の方々、市民の

方々にお示しするというようなものが１

つの柱。もう一つの柱が防災情報メール

の配信を府の方のサーバーの方で一括し

てやる。これが１つの柱。

　それから、あと高所カメラの設備整備

ということで、これは今大阪府の方で２

か所ほど考えられて、生駒と五月山の方

でとりあえず高所カメラを立てたいとい

うことであります。まだ詳細は決まって

おりませんけれども、今後、１８年度に

方に府の方から、これ市町村の負担もご

ざいますので、また補正の方でお願いし

なくてはいけないなという話になってお

りますけど、また詳細決まりましたらご

報告をさせていただきたいと考えており

ます。

○山本善信委員長　有山課長。

○有山政策推進課長　政策推進課に係り

ます４点の質問のうち、私の方から２点

についてご答弁申し上げます。

　仮称市民活動推進条例の制定というこ

とでございますが、私どもでは現在のと
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ころ条例の制定を考えておりません。市

民活動推進条例、まちづくり基本条例、

市民参加条例など多数の条例が地方自治

体で策定されているということは承知し

ております。また、策定の目的が住民参

加を基本とするということも承知してお

ります。しかし、条例が制定されたから、

直ちに目的とする市民活動の活性化が図

られたり、市民との協働が促進するとい

うようなものではないと考えております。

　今議会でご審議願っております災害対

策推進条例も市政に関する基本方針を定

めることを内容とする条例という点では

同じでありますが、本市では災害に遭わ

れた市民の皆様に対しまして、見舞金制

度や貸付金制度、税の減免制度など、さ

まざまな制度が整備されております。

　また、東南海・南海地震や災害に対す

る備えが必要だという市民の皆様方が感

じられております地域防災組織を自主的

に組織されるなど、条例を制定する基本

的要素が整ったことから、この時期に条

例を制定するに至ったと考えております。

　したがいまして、市民活動推進条例と

いうような形を制定する前に、基本的要

素の整備が必要と考えております。市民

の参加には情報の提供と意見をお聞きす

る機会を設けることが必要と考えており

ます。具体的に申しますと、ご質問いた

だいたパブリックコメントの制度などが

これに当たると思います。

　これらの制度を充実させ、体系化させ

た後に、基本理念、手続を整理し、条例

を制定することが可能になると考えてお

りますので、現在のところこういう基本

的な取り組みを先になすということが必

要だと考えております。

　それから、パブリックコメントとＡＴ

ＯＭＳ運動につきましては、政策推進課

の山田参事の方から答弁をさせていただ

きます。

　事業の仕分についての考え方というこ

とでございますが、平成１５年１２月に

策定いたしました摂津市職員数適正化計

画にその考え方をお示しさせていただい

ております。昨年、市議会議員選挙で初

当選をされた議員の皆様には議会事務局

を通じて配付をさせていただいていると

思っておりますが、念のため後日配付を

させていただきます。

　その内容なんですが、アウトソーシン

グの目的として、メリットを４点挙げさ

せていただいております。１点目は、専

門性の向上と業務の効率化、２点目に、

コストの削減、３点目に地域コミュニティ

の活性化と自治意識の高揚、４点目にサー

ビスの拡充といたしております。

　また、アウトソーシングをする対象事

業につきましても４点に整理をさせてい

ただいております。１点目は、専門知識

や技術を必要とするもの及び技術革新の

進歩が早いもの、２点目に、単純作業な

どで定型的なもの、３点目に、施設管理

で技能を要する業務のうち、マニュアル

化できるもの、４点目に、業務が一時的

に集中するなど、常時一定の職員を配置

する必要がないものということで、この

ように４点に整理をさせていただいてい

ます。

　すべきでない業務ということについて

も、４点に整理をしております。１点目

は、法律や条例で当該事務を民間に行わ

せることを禁止しているもの、２点目に、

市民と外郭団体に対して公権力の行使を

行うもの、３点目に、その事務自体が政

策判断を要する内容を含むもの、計画と

かプランなんかがそうなんですが。４点

目に、それ自体を直接行わないこととい

うような形で、摂津市職員数適正化計画

でその基準を定めております。
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　これらの計画にお示ししました考えに

基づき計画の推進を図り、業務の合理化、

スリム化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○山本善信委員長　山田参事。

○山田政策推進課参事　そうしましたら、

私の方からはＡＴＯＭＳ運動とパブリッ

クコメントについての質問にお答えさせ

ていただきます。

　まず、ＡＴＯＭＳ運動の方なんですけ

れども、業務改善運動ということで、１

５年度から３年間の運動として取り組ん

でまいりました。１７年度は、昨年６月

から１２月までの間に１７年中に実施し

た、あるいは実施予定の業務改善につい

て、各課に募集したところ、２１課から

５０件の改善が寄せられました。このう

ち、８割が既に実施済みということになっ

ております。

　ことし、１月に全職員を対象に投票を

行い、また２月には行財政改革推進本部

会議で審査をしました結果、今年度最も

すぐれた改善としましては、介護保険課

の介護認定審査会資料の改善がベストＡ

ＴＯＭＳ賞ということで選考されました。

　これは、資料のつづり方を工夫すると

いうことで、紙の使用枚数を減らし、ま

たコピー枚数も減らし、見やすくなった

ことで会議の時間も短縮、あるいは郵送

料も削減できたという取り組みでござい

ます。

　それから、今後のＡＴＯＭＳ運動の展

開ということなんですけども、運動とし

ては３年間で終了というふうに考えてお

るんですけれども、業務改善というのは、

これからもずっと続けていくべきという

ことで、職員にアンケートをとりまして

も、他の職場の改善の取り組みを知りた

い。あるいは自分の職場にも生かしたい

という積極的な意見も多数上がっており

ます。３年間続けてきました審査、投票、

表彰という形にはこだわらず、例えば事

例の報告会を開催するとか、１７年度か

ら始めました各職場の取り組みを取材し

て、ニュースレターという形で紹介する

などの方法で継続していきたいというふ

うに考えております。

　次に、市民参加の観点からパブリック

コメントについてどう考えているかとい

うご質問ですけれども、本市におきまし

ては、これまでから例えば交通バリアフ

リー基本構想でありますとか、次世代育

成支援行動計画など、各担当所管の方の

判断においてパブリックコメントの手続

というのを実施しております。

　しかし、この手続について、市として

統一した指針が必要ではないかというご

指摘も以前からございまして、政策推進

課の方で先進事例の研究等を行ってまい

りました。現在、政策推進課において作

成しました指針の案をもとにしまして、

全庁的なコンセンサスを得るということ

で、各課で指針案について検討を行って

いるというところでございます。年度内

には決定して、１８年度当初には施行し

たいというふうに考えております。

○山本善信委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　消防本部、消防署

に係りますお尋ね３点のうち、所管いた

します２点についてお答えいたします。

　まず、今後の女性消防職員の採用計画

についてでございますけれども、今回初

めて２名の女性職員を採用いたしました。

そのため、シャワー室を改造させていた

だいたり、また、専用の仮眠室の方も準

備しております。

　職員の採用につきましては、競争試験

でありますので、女性、男性にかかわら

ず、成績優秀なものを採用してまいると

いうことですので、特に女性に限った採
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用計画を持っているわけではございませ

ん。

　２点目でございます。消防の広域化の

行政についてのお尋ねでございます。確

かに消防審議会、ことし２月に答申を出

されておりまして、平成１８年度前半に

消防庁による基本指針作成、１８年度後

半から１９年度にかけましては、都道府

県による広域化が必要と認めた場合、消

防広域化推進計画の作成、その後５年ほ

どでその実施をしていくという内容でご

ざいました。答申でも指摘をされており

ますとおり、今後少子化による人口が減

少し、また当市のような小規模な消防が

より高い消防行政サービスを市民の皆様

に提供するには、消防の広域化、再編は

重要な施策であると考えております。そ

して、非常に高い関心を持って注目して

おります。

　しかし、具体的な内容は正式にまだ示

されておりませんので、広域の再編方式

が一部事務組合であるのか、事務委託形

式によってなのかにも変わりますが、一

般的に広域再編に伴う課題といたしまし

ては、まず経費の問題がございます。そ

れと人員、既存の消防施設の問題、広域

化後の消防隊体制のあり方、消防本部と

広域化関係市町との一体性、国民保護部

局との連携などが上げられると思います。

　今後の動向を注意深く見守っていきた

いと存じております。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　人事にかかわる２

点についてお答えいたします。

　特殊勤務手当の状況でございますが、

補正予算で上げております８，０００円

につきましては、退職に伴う減というこ

とでございます。

　それから、アクションプランの関係で、

新しい人事制度ということでございます

が、この部分につきましては、国の方が

人材育成基本方針を策定しなさいという

中で、新たな人事制度が望まれておりま

す。

　それから、平成１７年度に出されまし

た人事院勧告の中で、平成１８年度以降、

給与構造改革ということで、国の方も２

１年まで約４年間かけて整理をする予定

をしておりますが、その中で、処遇の件

につきましては、評価によりまして、昇

給に格差をつける。あるいは勤勉手当に

格差をつけるでありますとか、いろいろ

な形で新しい人事制度をやりなさいとい

うことで、人事院勧告でも出ております。

　摂津市につきましても、人材育成基本

方針の中で、処遇にもメリハリをつける

新たな人事制度ということで、中身にう

たうつもりでおりますので、今後とも国

に準じて、職員がやる気が持てるような

人事制度をつくっていきたいと考えてお

ります。

○山本善信委員長　東角課長。

○東角情報政策課長　ＩＴ化計画の策定

について電子自治体の実現に向けてどの

ように進めますかというご質問でござい

ますが、現在、ご承知のように、ｅ−Ｊ

ａｐａｎ計画からｕ−Ｊａｐａｎ計画へ

と移っておりまして、ｅ−Ｊａｐａｎ計

画の際には、国におきましては光通信網

やデジタル通信技術、それから利用料金

の体系の見直し、あるいはセキュリティ

でありますとか、そのようなインフラ整

備がようやく国によって整えられてきた

ところであります。

　現在、国から打ち出されておりますｕ

−Ｊａｐａｎ計画につきましては、だれ

もがさまざまなことにいつでもどこでも

ネットワークにつながることのできると

いうユビキタスネット社会の実現をめざ

すとしておりますが、本市において市民

－ 17 －



サービスの向上に向けてどのようなＩＴ

化計画を進めるかということでございま

す。

　まず、やり方としましては、現在、平

成１７年１０月に助役を会長といたしま

す摂津市コンピューターシステム検討部

会を設置しておりまして、その中で検討

を進めてまいりたいと考えております。

　検討させていただく中身につきまして

は、今後インターネットを使った市役所

の行政手続サービスと、それから相談業

務などのどうしても窓口に来ていただか

ないとできない業務と、そういう２極化

が進むと思われます。その中で、特にコ

ンビニ収納でありますとか、施設予約で

ありますとか、それから国の方針として

２００９年税の電子申告も打ち出されて

おりますが、その他、電子申請などがご

ざいますが、そのようなものが市民がど

のようにすれば、利用しやすく、かつ安

いランニングコストで、またかつ高い完

成度のコストパフォーマンスのコンピュー

ターシステムを使えるかということを検

討していこうというふうに考えておりま

す。

　新アクションプランの集中改革プラン

の中でもお示しさせていただいておりま

すように、電子自治体の推進としまして、

電子自治体の構築、それから内部であり

ますが、業務システム全体の最適化、こ

れは国のエンタープライズアーキテクチャー

という思想に基づく手法でございますが、

それともう一つは、現在本市が持ってお

りますホストコンピューターは、かなり

古い時代の言語体系のコンピューター言

語でございまして、今のユビキタス・ネッ

トに接続するには、かなり無理がござい

ます。また、コストにつきましても非常

な高いコストがかかるということがわかっ

ておりますので、その点につきましても

今後検討してまいりたいと考えておりま

す。

○山本善信委員長　本山課長。

○本山警備第２課長　救急救命士の実情

について、また救急救命士の中で気管挿

管のできるものの状況と今後の計画につ

いてお答えいたします。

　救急救命士の有資格者は１３名現在お

りまして、そのうち課長職１名、予防課

長代理が１名で、救急救命士としての現

場活動は１１名で行っております。現在、

北九州の研修所に１名派遣しておりまし

て、３月末には終了いたしますので、１

４名となる予定でございます。

　なお、今後、救急救命士の養成につき

ましても、毎年１名を派遣する計画をい

たしております。救急救命士の中で気管

挿管のできるものの状況と今後の計画に

つきましては、今現在、気管挿管の認定

を受けております救命士は１名でありま

す。現在、もう一名が病院実習を行って

おりまして、これは３０症例の実習を必

要としております。今現在、２９症例ま

で来ておりまして、今月中には２名とな

る予定でございます。

　今後も救命率の向上のために毎年２名

を派遣する計画でございますが、受け入

れ側の病院の都合もございますので、１

名になる場合もあります。より充実に今

後努めてまいりますので、よろしくお願

いいたします。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　先ほど特殊勤務手

当の中で現在組合との交渉状況でありま

すとか、今後の課題についてということ

がありましたので、それについてお答え

させていただきます。

　組合とは一応協議は整いまして、本委

員会に付託されております議案第２７号

で見直しの中身を上程いたしております。
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中身につきましては、休日勤務手当なり、

１３項目から８項目、大項目で５項目の

減ということで、金額にいたしまして約

５４０万円程度の減となる予定をいたし

ております。

　それから、特勤手当の今後の課題につ

いてでございますが、特勤手当の中に今、

役付職員手当てというのがございます。

これは係長級１，０００円、課長代理級

２，０００円が出ておりますけれども、

この分につきましては、特殊勤務手当の

概念であります不快であるとか、不健康

であるとか、そういうふうなことには該

当しないんですけれども、ほかに科目が

ないのでここで支出をいたしております。

　ただし、これは管理職手当にいたしま

すと、他市の状況で言いますと、係長手

当が大体４万から５万が他市の状況でご

ざいます。もしこれを管理職手当にいた

しますと、それに基づきまして、部長等

も他市の状況で見ますと、約７万円程度

に上げなくてはならないのではないかと

思っておりますので、今の財政状況を考

えますと、すぐにはそういうこともでき

ないので、今後、財政の状況等も見なが

ら、廃止については検討していきたいと

思っております。

○大砂選挙管理委員会事務局次長　昨年、

平成１７年９月１１日執行いたしました

市議会議員一般選挙並びに衆議院議員総

選挙の執行経費についてのお問い合わせ

でございます。

　執行経費につきましては、投票用紙、

選挙公報、ポスター掲示場などの個々の

選挙に必要な経費と、それから報酬、選

挙器具の運搬、開票所設営等、共通する

経費がございます。

　先ほどございましたように、府選管と

も相談をさせていただいた上、この共通

経費につきましては、国６市４の割合で

算出し、確定いたしたところでございま

す。よろしくお願いいたします。

○山本善信委員長　南野委員。

○南野委員　はじめに、税に関してです

が、平成１８年度の見通しについてです

が、答弁いただきまして、わかりました。

平成１９年度には住民税の改正もありま

すし、先の見通しをしっかり立てていた

だいて、今後も取り組まれるようよろし

くお願いいたします。

　次に、衆議院議員選挙と市議会議員選

挙の選挙費用の割合についてでございま

すが、今後とも少しでも支出削減の努力

をお願いいたしまして要望といたします。

　続きまして、洪水ハザードマップ作成

支援補助金に関してでございますが、先

ほど答弁いただきましてよくわかったん

でありますが、洪水ハザードマップ等を

より多くの市民の方が確認できるように、

また周知の徹底をよろしくお願いいたし

ます。

　続きまして、特殊勤務手当に関しまし

ては、公明党としましても、以前から特

殊勤務手当の削減を強く要望してまいり

ました。さらなる特殊勤務手当の削減に

向けて検討していただけるよう、要望と

いたします。

　また、節３の同じ２４ページ、ここで

聞きたいんですけども、職員手当のうち、

退職手当２億３，５４７万１，０００円

の増額に関して、この際お聞きしたいの

ですが、退職予定数よりも予定していな

かった職員の方が定年前に退職されたと

認識いたしますが、何人の予定で何人退

職されたのか、お聞かせください。

　あわせて職員数を平成２１年度までに

７００人以下を目標に職員数の適正化に

取り組まれておりますが、その進捗状況

をお聞かせください。これは２回目の質

問とさせていただきます。
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　次に、エレベーターの件についてでご

ざいますが、説明いただきましてよくわ

かりました。同じく、光熱水費について

再度お尋ねしたいんですけども、地球温

暖化防止対策として、取り組んでまいり

ました、クールビズ、またウォームビズ

の効果はかなり光熱水費に反映されたと

思いますが、この点をお聞かせください。

　また、庁舎の電気代の契約方法はどの

ようになっているのか、この２点につい

て、２回目の質問とさせていただきます。

　次に、消防訓練についてでございます

が、平成１８年度の実施時には、さまざ

まな工夫をしていただきまして、消防訓

練を実施していただけるように要望とい

たします。

　続きまして、女性消防士採用について

でございますが、男女共同参画の観点か

らは、非常に高く評価いたしますが、今

後も女性の職員採用枠を広げていかれる

と認識いたしますが、女性が安心して働

けるように、子育てしやすい職場環境の

整備をめざす次世代育成支援対策のさら

なる計画の充実をよろしくお願いいたし

ます。

　続きまして、消防本部救急活動事業に

ついてでございますが、救急通報時に、

常に救急救命士による気管挿管の実施が

できるように、より充実した体制をとっ

ていただけるようにお願いいたします。

　続きまして、災害時における情報提供

についてでございますが、この取り組み

は避難勧告などの防災情報が住民に伝わ

りにくいという実態を踏まえて、情報提

供の強化策としてサイトの開設や住民の

携帯電話に直接防災情報を送信する、防

災情報メールやインターネット上の１つ

のページを見るだけで必要な情報を一度

に得られるシステムであります。本市に

おきましても、防災ポータルサイトの検

討をしていただき、より安全・安心が向

上するような防災対策に取り組んでいた

だけるように要望いたします。

　続きまして、市町村の消防の広域化の

推進についてでございますが、以前に市

としても検討されたことがあると認識い

たしますが、これまでの協議経過から極

めて厳しい状況にあると認識いたします。

　今後も情報を早期に収集していただい

て、本市がリードできるような体制をど

うかお願いいたします。

　続きまして、ＡＴＯＭＳ運動、業務改

善運動についてでございますけども、Ａ

ＴＯＭＳ運動２００５の結果及び今年度

の具体的な取り組みについての答弁をい

ただきまして、よくわかりました。この

取り組みは、日々職場で業務をされてお

られる職員お一人おひとりが業務におけ

る改善策を提案され、その実現に向けて

努められることが、市民のサービス向上

につながると確信します。本当にすばら

しい取り組みだと思います。ＡＴＯＭＳ

運動２００５だけに関しまして、応募総

数５０件の改善テーマから、改善策、改

善効果を見させていただきました。すべ

てが業務改善に反映すると思います。

　ただ、一次審査の全職員の方の投票率

が５９．２％と少し少なかったのが気に

なりますけども、やる気、元気、本気で

本年もこの取り組みをどうか続けてやっ

ていただけるように要望といたします。

　続きまして、仮称市民活動推進条例を

制定することについてでございますけど

も、近年、まちづくりへの市民参加やボ

ランティア、またＮＰＯ等による地域活

動が活発化し、身近な地域の問題は自分

たちで解決していこうという市民自治の

意識が高まっております。また、国の規

制緩和の動きに対して、公的サービス部

門への民間参入が広がっております。
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　一方、各自治体においても、厳しい財

政状況の中で、行政運営のあり方を見直

し、小さな自治体へと構造転換を図るこ

とが求められております。各種の行政サー

ビスについても、そこに住み、働き、活

動する市民の皆さんの視点からとらえ直

し、地域の特性やニーズに即して再構築

することが求められております。

　こうした自治体をめぐる環境の変化に

対応し、参加と協働を柱とする新しい自

治体の仕組みを築いていこうという動き

が芽生えております。これまでのような

行政主導による公共サービスの展開では

なく、市民の皆さん、参加と協働による

地域力の再生と、さまざまな主体が公共

サービスの提供を担う新しい公共の創造

が大きな課題であると考えております。

　そのためには、自治体と市民の皆さん

との関係やそれぞれの役割を明確にして、

どのように自治体を進めていくのか、基

本原則を確認し合うことが必要ではない

でしょうか。こうした確認事項を形にす

るものとして、仮称市民活動推進条例の

制定がこれからの摂津市にとっても非常

に大事な取り組みだと確信しますので、

どうか早期策定を要望いたします。

　ここで、もう一点、この地域という観

点からお聞きしたいんですけども、各審

議会委員の市民公募枠についてでござい

ますけども、公募枠をふやすとともに、

各種団体からの人選については、人選が

偏ることのないよう、十分に配慮しつつ、

活発な意見の出る審議会を行われてはい

かがでしょうか。これは２回目の質問と

してどのように、その点考えておられる

か、お聞かせください。

　続きまして、行政の事業見直し、事業

仕分けについてでございますが、行政の

事業見直し、不要な事業を廃止したり、

民間へ移管することは業務の合理化、ス

リム化を進め、行政依存から抜け出し、

地域の活力を回復するために不可欠の改

革であると考えますので、本市の行財政

改革を進めるために、事業仕分けのさら

なる実施をしていただけるよう要望とい

たします。

　新アクションプランの改定についてで

ございますけども、地方公務員の人事制

度については地方分権の進展、また住民

の行政に対するニーズの高度化、複雑化

等に対応して、公務の能率的かつ適正な

運営を確保するため、より客観的な評価

制度の導入を通して、能力実績を重視す

る人事制度を推進し、職員の意欲を啓発

する環境を整えて、なお一層スリムな行

政へと改革していただけるよう要望とい

たします。

　続きまして、摂津市ＩＴ化計画の策定

についてでございますけども、高度情報

通信社会が進展する中、民間ではＩＴを

積極的に活用することで、組織の効率化、

生産性の向上に成果を上げております。

　一方、行政においても、情報化の取り

組みのスピードアップや早期具体化、さ

らなる改革の取り組みが必要となり、Ｉ

Ｔの有効かつ積極的な活用をしなければ

ならない状況であると考えます。本市に

おいても、市政運営方針の中で、電子自

治体の推進としては、個人情報保護の観

点から、情報セキュリティを確保し、本

市の実情に合った電子自治体の構築に向

け、摂津市ＩＴ化計画の策定に取り組ん

でまいります。また、業務の簡素化、効

率化と市民サービスの向上を図るため、

最適なコンピューターシステムの導入に

ついて検討してまいりますとあります。

計画の策定については、課題は本当にた

くさんあると認識いたしますが、住民や

企業への幅広い行政サービスの取り組み

に向け早期策定をお願いいたします。
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　続きまして、市制施行４０周年記念行

事についてでございますけども、施策の

形成段階からの情報公開及びパブリック

コメントのさらなる実施により市民の市

政参加と協働の関係を整えることができ

るのではないでしょうか。この４０周年

記念事業をより多くの市民の皆さんに知っ

ていただき、現在実施されておられる

「障害者施策に関する長期行動計画にあ

なたのご意見を」とパブリックコメント

の募集を市のホームページで呼びかけて

おられるのと同じように、ホームページ

でコメントを募集され、またこれは提案

なんですけども、そのホームページで４

０周年記念事業の呼びかけのテレビが自

宅で見られるように、ホームページを更

新されたり、また、ビデオを作製して、

１階のロビーのテレビで上映するなど積

極的な情報公開の手段を考えてはいかが

でしょうか。できるだけ多くの施策にお

いて、パブリックコメントを導入して、

要綱を早期策定していただけるように、

お願いいたします。

　以上で、２回目を終わります。

○山本善信委員長　杉本課長。

○杉本総務防災課長　クールビズの効果

ということでございますけども、クール

ビズ、具体的にここ一、二年、確かにやっ

ておりますけども、本市の場合、以前か

ら昼休みの消灯でありますとか、さまざ

まなことをやってきております。数値的

に言いますと、電気を例に申しますと、

平成９年からのこの約９年ほどの間です

けども、電気については約六、七％の使

用料は削減されております。クールビズ

がはじまって、とりたてて急にというこ

とではないんですけども、効果があるの

かなと思っております。

　次に、電気代の契約方法ということで

すけども、これは平成１３年以降に細か

い契約変更いたしております。契約電力

を９５０から今現在は７８５キロワット

まで下げておりますので、そういったこ

と。また電気料金の自由化によります見

直し、また契約方法、個別契約になって

おりますので、こういったことから平成

９年度ベースにしましたら約２割の削減

をいたしております。

　ただし、今後の空調機が大きいんだと

思うんですけども、空調機の老朽化とい

う問題が出てきておりますので、こういっ

たものを考えますと、今後急激に電気代

の節減というのができるかどうか、ちょっ

と今後検討していかなければならない課

題であると我々も認識しております。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　職員数についての

ご質問でございますが、平成７年からは

じめまして、当時９０９名だった分が平

成１７年４月１日で７６５名ということ

で、１４４名の減になっております。１

７年度の退職、それから１８年度の新規

採用を差し引きいたしますと、平成１８

年４月１日では約７６０名になる予定を

いたしております。

　ただ、今後、適正化に関しての原則と

いたしまして、その事務職等については

４割不補充、現業職等につきましては、

不補充という形で２１年度まではいくと

いうことになっておりますので、そのま

まの数字でいきますと、平成２２年４月

には約６９０名程度になるのではないか

と思っております。

　その間に例えば保育所の民営化ですと

か、幼稚園の統廃合とか、いろんなこと

が出てまいりましたら、また状況は変わ

りますけれども、今の現状でそのまま推

移しますと、大体６９０名程度になるの

ではないかと思っております。

○山本善信委員長　山田参事。
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○山田政策推進課参事　仮称市民活動推

進条例に関連して、地域という観点で、

各種審議会の市民公募の枠をふやすべき

ではないか。あるいは人選が偏ることの

ないようにというご質問にお答えします。

　本市では、市民の参画による開かれた

市政の推進ということで、会議の公開に

ついては平成１３年度から一定の指針を

設けて、原則公開としておりますが、審

議会については現在のところそういった

指針は持っておりません。

　ご質問にありましたような各種審議会

の委員の選出に当たっては、幅広い人選

を行い、幅広い意見が出されることが望

ましいと考えております。例えば、１６

年度中に開催されました審議会について、

政策推進課の方で集計したところ、３０

の審議会の中で、７つの会議に１７名の

公募による市民の方に加わっていただい

ております。例えば、女性政策推進市民

懇談会でありますとか、障害者の施策推

進協議会と、こういったところに公募の

方が加わっていただいております。

　しかしながら、審議会によっては、各

種団体の代表者を市民代表として位置づ

けておるものとか、法令等によって、専

門的知識を有するもので構成することが

規定されているものなど、あるいは行政

の内部組織として設置して、行政職員が

委員となるものなど、審議会によってさ

まざまであります。

　このようなことから、それぞれの審議

会の趣旨に沿ってご指摘のあったような

地域という観点、あるいは年齢、性別、

知識、経験などをそれぞれに考慮して、

各担当主管の方で委員構成を判断すべき

ものではないかなというふうに考えてお

ります。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　追加で答弁させて

いただきます。

　退職手当の補正の分で、２億３，５０

０万円、この分につきましては、当初予

算では１２名の定年退職を予定いたして

おりました。実際には３月末退職者も含

めて２７名ということになりますので、

１５名の増員があったということでござ

います。

○山本善信委員長　南野委員。

○南野委員　職員数の適正化についてで

ございますけども、答弁いただきまして

わかりました。平成２１年度までの退職

金の問題が解決されるように、財政が持

ちこたえられるよう、よろしくお願いい

たします。

　続きまして、光熱水費についてでござ

いますけども、クールビズ、またウォー

ムビズの実施がどれだけ温室効果ガス削

減に反映したか、できるのであれば実施

前と実施後の結果をまとめて大変と思う

んですけども、庁内回覧されてはいかが

でしょうか。これは要望としておきます。

　最後に、各審議会委員の市民公募枠に

ついてでございますけども、本当の意味

で活発な意見がどんどん出てくる市民の

公募をふやしていく。摂津市にはすばら

しい人材がたくさんいらっしゃいますの

で、そういう専門家枠等をふやして、こ

れからの審議会においては活発な議論が

出るような体制を整えていかれることを、

これを要望といたします。

○山本善信委員長　暫時休憩いたします。

　　（午前１１時４４分　休憩）

　　（午後　１時　　　　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。

　ほかに質疑ございませんか。

　三宅委員。

○三宅委員　予算概要の方を中心として

質問させていただきますので、よろしく

お願いいたします。
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　まず、１５ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目１、一般管理費中、

非常勤職員等雇用事業、これの中にござ

います非常勤職員等賃金、こちら５，０

４０万７，０００円と計上されておりま

すが、前年度と比べまして、およそ２３

０万円増額されております。まずこれの

根拠をお示しいただきたく存じます。

　また、２つ下の人件費事業にございま

す時間外勤務手当、こちらの方も８０万

円前年度と比べて増額しておりますので、

あわせて根拠の方お示し願います。

　続きまして、１７ページ、法制文書課

ご所管の法規事務事業、これの中にあり

ます市例規集委託料６００万円が計上さ

れておりますが、前年度と比べまして２

００万円増額されております。これの根

拠をお示しください。

　続きまして、１８ページ、情報政策課

ご所管分、地域情報化事業の中にござい

ます電子自治体推進協議会負担金、これ

の当初予算は２３１万５，０００円とい

うことでございますが、いわゆるこれに

参加しておることの効果というものをこ

の際、お示し願いたく存じます。

　続きまして、２０ページ、款２、総務

費、項１、総務管理費、目４、財産管理

費、総務防災課ご所管、庁舎管理事業中、

光熱水費、これにつきまして１７年度は

５，１００万の当初計上、そして補正で

上がっております分、５００万円、これ

を差し引いた分の４，６００万円を１８

年度の予算としてご計上のことと存じま

すが、平成１５年度、そして１６年度、

この二年度の決算を確認いたしましたと

ころ、いずれも４，２００万円代で推移

しております。

　南野委員もご指摘のように、クールビ

ズ、あるいはウォームビズといった施策

が実行されていることを考えますと、も

う一息、絞った予算の編成も可能かと存

じますので、こちらの編成根拠を同じく

お願いいたします。

　続きまして、２２ページ、款２、総務

費、項１、総務管理費、目６、企画費、

この中に政策推進課のご所管でございま

す巡視船せっつ体験航海事業、これは新

規の分でございますが、１２万５，００

０円のご計上のこの事業でございますが、

仮に応募者が非常に多数になった場合、

あるいは予定を下回る可能性といった点

については、既にご検討のことか、この

際、お示し願いたく存じます。

　続きまして、２７ページ、款２、総務

費、項１、総務管理費、目１３、男女共

同参画センター費、これの中にございま

す、まず男女共同参画センター管理事業

中、男女共同参画センター器具費、まず

こちらで５０万円、そしてＯＡ機器管理

事業の項目の中に同じく男女共同参画セ

ンター器具費１０万７，０００円が計上

されております。これはどういった器具

をご購入される予定の経費か、お教え願

いたく存じます。

　続きまして、２９ページ。款２、総務

費、項１、総務管理費、目１５、諸費、

人権推進課ご所管、財団法人大阪府人権

協会分担事業、今回は２４４万９，００

０円のご計上でございますが、前年度と

比べまして、増額されております。これ

の増額根拠をお示しください。

　続きまして、３２ページ。款２、総務

費、項２、徴税費、目１、税務総務費、

市民税課ご所管、一般事務事業、この中

にございます臨時職員賃金、こちらの方

６０万円ほど増額の計上がなされており

ます。同じく支出の根拠をお教えくださ

い。

　続きまして、３３ページ。款２、総務

費、項２、徴税費、目２、賦課徴収費、
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同じく市民税課ご所管、課税事務事業、

こちらの方で課税資料イメージファイル

作成委託料、そして電子ファイリングシ

ステム保守委託料という事業が２点合わ

せて１７０万円の計上がなされておりま

すが、どういった事業を予定されている

か、お教え願います。

　続きまして、３４ページ、納税課ご所

管分、滞納管理システム整備委託料、６

８万３，０００円の計上がございますが、

すぐ１つ前の項で滞納管理システム保守

委託料８４万円という非常に似た名称の

経費が計上されております。この整備と

保守の違いをお教え願います。

　続きまして、９８ページ、款８、消防

費、項１、消防費、目１、常備消防費、

消防総務課ご所管、消防職員教育訓練派

遣事業中、消耗品費１７９万６，０００

円、こちらの方が前年と比べまして１６

７万円の大幅な増となっております。

　また、大阪府立消防学校入校負担金も

同じく１６６万円分増額しております。

こちらの消防学校の方は救命士、これの

増員分かと推察いたしますが、この消耗

品費の増額分の根拠をお示しください。

　そして、１０２ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目４、災害対策費、総務

防災課ご所管の情報収集伝達体制整備事

業、こちらにございます消耗品費３６万

円、こちらの方、前年度の予算概要には

存在しておりませんで、今回新しく計上

されております。どういったものを予定

されているか、ご教示ください。

　また、同じく手数料の金額は２９万円

増額されております。こちらの根拠もお

願いいたします。

　１回目は以上です。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　まず、非常勤職員

等雇用事業の賃金でございますが、この

部分につきましては、２３８万２，００

０円増になっております。この部分につ

きましては、臨時職員については人数等

については変わらないのですけれども、

１５年から募集しております非常勤職員、

行政パートナーの分なんですけども、こ

の分につきまして、一応１０名から３名

増員して１３名ということで、この分が

６１３万４，０００円増額になっており

ます。

　それから、ごみ減量嘱託員というのが

今、２名いるのですけれども、この部分

につきましても原課の方で通常ずっと雇

用するということなので、人事課の方か

ら外させていただきました。したがいま

して、差し引き約２３０万円の増という

ことになっております。

　それから、時間外勤務手当の分なんで

すけれども、この分につきましては総務

管理費の方で８１万円増になっておりま

す。この分につきましては、総務防災課

の４０周年事業で約８０時間、これが２

５万６，０００円の増になります。

　それから、法制文書課の方で最近は条

例等の改正が多いということで、かなり

超勤もふえておりますので、その部分で

３７６時間、これが約１２０万円の増に

なっております。その他の部分で、時間

外の部分について減額になっております

ので、差し引きして８１万円の増という

ことになっております。

○山本善信委員長　小寺参事。

○小寺総務部参事　法規事務事業の市例

規集委託料の増額についてお答え申し上

げます。

　これにつきましては、各課におきます

例規の改正件数と内容の増大に伴う市例

規集の編集経費の増大に伴う２００万円

の増額でございます。最近の傾向といた

しまして、以前よりも非常に改正の内容、
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質、量ともふえておりますので、それに

対応するための増額でございます。

○山本善信委員長　東角課長。

○東角情報政策課長　地域情報化事業の

電子自治体推進協議会負担金２３１万５，

０００円の負担金の内容と効果について

のご質問にお答えいたします。

　大阪電子自治体推進協議会は、平成１

４年４月に大阪府と大阪府下４０、現在

４３市町村でございますが、全４３市町

村が共通課題である電子自治体の実現の

ため加入しているものでございます。

　内訳につきましては、協議会の会費が

一律３５万円、それからＬＧＷＡＮ大阪

府域ネットワーク整備事業負担金として

１９６万５，０００円となっておりまし

て、合計２３１万５，０００円となって

おります。このうち、大阪府域のネット

ワーク事業の負担金でございますが、既

存のネットワークを使った場合は、１９

６万５，０００円でありまして、大阪府

下２２市がこの負担金になっております。

　残りの２１市につきましては、既存の

ネットワークを使用しなかったために、

３１８万６，０００円の負担金の額を毎

年支払っておることになっております。

　効果につきましてでございますが、電

子自治体の実現をするためのシステム構

築につきまして、１市単独で行うには費

用及び人員の両面から困難であることか

ら、大阪府と大阪府下４３市町村で共同

して、また連携してＬＧＷＡＮの情報シ

ステム、情報ネットワーク施設並びに電

子申請等のシステム開発を府と全市町村

の共同調達を行って、協議会会員として

加入しておりますので、その結果、電子

申請のためのシステムを導入するときに、

単独開発の経費に比べて少ない費用負担

で済むという効果がございます。

　ただ、委員ご指摘されておりますとお

り、この電子自治体推進協議会の負担金

そのものの効果があらわれていくにはも

う少し時間がかかるものと考えておりま

す。それはその電子申請やコンビニ収納

など、市民が利用しやすく、本市におい

ては持続可能で安いランニングコストで、

電子自治体に対応できるようなシステム

を検討していかなければならないという

現実がございますので、全庁的にコンピュー

ターシステムの検討に向けて、現在は基

幹業務のオンラインシステムのまず見直

しを行っているところでございます。

○山本善信委員長　杉本課長。

○杉本総務防災課長　光熱水費の予算組

みでございますけれども、１７年度５，

１００万円、１８年度要求額４，６００

万円ということでございますけれども、

確かに１５年度、１６年度につきまして

は４，２００万円台、１５年度につきま

しては、４，２８６万円で、ほぼ４，３

００万円台に近い金額になっております。

ただ、光熱水費ですので、特に電気代が

非常に大きゅうございますけども、昨年

の１２月のような急激な寒さとか、そう

いったものを考えますと、やはり実質４，

２００万円台であっても１割程度の余裕

は見させていただいた予算計上はしてお

いた方がいいのではないかと考えており

ます。電気代については、今後とも節約

に努めてまいりますが、予算上はそうい

うことでご理解いただきたいと思います。

　災害対策費の方におきます情報伝達体

制整備事業の消耗品及び手数料の根拠と

いうことでございますけれども、消耗品

につきましては、本市持っております防

災行政無線の携帯用の無線機でございま

すけれども、こういったもののバッテリー

が既に２０年近くたって、相当劣化して

まいりました。ことしはバッテリーの更

新が要りますので、そういったものを計
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上させていただいたということでござい

ます。

　また、手数料につきましては、同じく

防災行政無線を使いますので、電波管理

局の方に手数料を払わなくてはいけませ

んので、この業務の申請手数料を今回３

５万１，３５０円計上させていただいた

ということでございます。

○山本善信委員長　山田参事。

○山田政策推進課参事　巡視船せっつ体

験航海事業についてお答えいたします。

　この巡視船せっつというのは、第五管

区海上保安本部が所有しております船で

ございまして、本市の市制４０周年の記

念事業ということで、この船の名前の縁

によって、体験の乗船をしようという企

画でございます。

　これは毎年、夏の海の日の関連行事と

して、社団法人神戸港振興協会がこの第

五管区海上保安本部の協力で体験航海の

イベントを実施しておりまして、一般公

募枠が４００名となっております。その

うち、４０周年にちなみまして、摂津の

市民の方、４０名を乗船できるようにと

いうことで、今、調整をしております。

　募集の方法につきましては、６月ごろ

に広報紙及び市のホームページの方で募

集したいと考えております。往復はがき

での申し込みということで考えておりま

すが、委員、ご質問の応募が多数あった

場合はということですけれども、これに

ついては、抽選という方法を考えており

ます。

　逆に下回った場合はどうかということ

なんですけれども、応募者が少なくない

ようにＰＲに努めていきたいと考えてお

ります。

○山本善信委員長　藤原課長。

○藤原人権推進課長　財団法人大阪府人

権協会の分担金についてでありますが、

これにつきましては昨年度２２５万７，

０００円、今年度は２４４万９，０００

円ということで、１９万２，０００円の

増ということになっております。

　この増の理由は、１つは堺市と美原町

が合併しまして、各市町村で標準財政規

模に応じて負担している分が私どもの負

担で、約１０万ぐらいふえました。それ

と、この標準財政規模の見方ですけども、

以前は１０年ぐらい前の標準財政規模を

使っておりました。それを直近のものに

しましたら、摂津市と同等の市の標準財

政規模が落ちて、私ところが残ったとい

うことで、合わせまして今回１９万２，

０００円増ということの分担金を払うと

いうことになっております。

○山本善信委員長　寺本課長。

○寺本市民税課長　予算概要３２ページ

の市民税課所管、一般事務事業の臨時職

員について、前年度に比べて増額になっ

ているのはどうしてかというご質問でご

ざいますけれども、これにつきましては、

毎年、市民税や軽自動車税の課税事務で

アルバイトを雇用しておるわけでござい

ますけれども、今回、増額となりますの

は所得税の確定申告書の整理の部分でご

ざいまして、毎年２月１６日から３月１

５日までの間、所得税の確定申告の受付

が行われておるわけでございますけれど

も、この確定申告書には、住民税の課税

資料が一緒についておりまして、受付後

の確定申告書類から住民税の課税資料、

吹田市の部分と摂津市の部分に仕分け分

離作業を行うに当たりまして、今までは

吹田税務署の方でアルバイトを雇用いた

しまして、仕分け分離作業を行ってきた

ところでございますけれども、またその

経費につきましては、吹田市と摂津市が

確定申告書の発送経費という部分で、通

信運搬費として負担をしていたところで
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ございますけれども、今後はそれぞれの

市におきまして、アルバイトを雇用しま

して、仕分け分離作業を行うことになり

ました。

　この件につきましては、近畿２府４県

の市町村と大阪国税局で構成いたします

地方税務協議会で決定されたものでござ

います。今後は、それぞれの市町村がア

ルバイトを雇用して対応することになり

まして、そのことによります増額でござ

います。

　次に、予算概要の３３ページ、市民税

課所管、課税事務事業の上から７行目の

課税資料イメージファイル作成委託料に

ついてのご質問でございますけれども、

これにつきましては、当初課税に当たり

まして、公的年金支払報告書や給与支払

報告書、また市民税及び所得税の確定申

告書などの課税資料のデータを入力する

ために、データパンチ作業というのを業

者委託しておったところでございますけ

れども、このデータパンチ作業を行うた

めに、課税資料そのものを業者に渡して

おったわけでございますけれども、個人

情報の保護の観点と課税事務の効率化を

図るために、市民税課の事務室内におき

まして、課税資料をスキャナーで読み取

り作業を行いまして、課税資料をイメー

ジデータ化するものでございます。

　この作業を円滑に行うために専門のオ

ペレーターにこのスキャニング作業の委

託をするものでございまして、課税資料

をイメージデータ化することによりまし

て、膨大な資料の中から必要な資料をパ

ソコンで迅速、または的確に検索、抽出

することができるわけですけれども、ま

たその画像を見て、作業が迅速に進めら

れるようにするものでございます。

　また、過去には堺市の方で給与支払報

告書などの課税資料のデータパンチの受

託業者が受け取った課税資料を搬送中に

出火、消失してしまった事故なども発生

しておりまして、個人情報保護の観点か

らも課税資料の取り扱いにおきまして、

イメージデータ化が必要と考えておると

ころでございます。

　それから、同じく上から８行目の電子

ファイリングシステム保守委託料でござ

いますが、これにつきましては、市民税

賦課事務におきまして、課税資料の検索

などをパソコン、端末機で行う電子ファ

イリングシステムというのを導入してお

るわけですけれども、これにつきまして

は１６年度から導入稼働しておりまして、

平成１７年度で保守の部分で、サービス

メンテナンスが切れるということで、こ

のシステムを安定稼働させるために、ま

た課税事務を円滑に進めるためにも保守

委託の業務をさせていただくものでござ

います。

○山本善信委員長　葭中次長。

○葭中総務部次長　それでは、３４ペー

ジの滞納管理システムの保守委託料とそ

の下の滞納管理システムの整備委託料の

違いについてご説明をさせていただきま

す。

　まず、はじめに滞納管理システム保守

委託料は、このシステムにつきましては

平成１３年度に導入をしておりまして、

これのサーバーと端末機１０台にかかり

ます保守費用でございます。

　それと、その下の整備委託料につきま

しては、従来の滞納のシステムの中に、

今回新たに破産法の改正によりまして、

破産手続、すなわち裁判所なり、破産管

財人に交付要求という部分をします。こ

れは債券の届け出と申しまして、こうい

うような事務をさせていただいておりま

す。

　そういう要求の明細書等の入力をプロ
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グラム化するという整備の内容になって

おります。

　なお、この交付要求については毎年１

００件程度の事務がございまして、非常

に事務量として非常に多いという内容に

なっておりますので、今回、この既存の

滞納システムの中にプログラムを組み入

れるという費用でございます。

○山本善信委員長　寺西参事。

○寺西市長公室参事　予算概要の２７ペー

ジの男女共同参画センター管理事業器具

費５０万円の内訳でございますが、これ

は総合福祉会館が３月末に閉館すること

に伴いまして、貸し館業務がふえるとい

うことで、貸し出し用のワイヤレスアン

プ、マイクセットということで１８万円

計上しております。それと１階の第２会

議室のロールスクリーンを６万円、３階

の通路寄りのブラインドを２４万円と、

それとシュレッダーの購入ということで

２万円、合計５０万円の計上をしており

ます。

　もう一点、ＯＡ機器管理事業というこ

とで１０万７，０００円を計上しており

ますが、これにつきましては、レーザー

プリンターの購入ということを予定して

おります。

○山本善信委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　予算概要９８ペー

ジの消防職員教育訓練派遣事業の中の消

耗品費が１６７万２，０００円増額した

ということについてお答えいたします。

　今般、３名の新規採用者がございまし

て、そちらの方、大阪府立消防学校初任

科入校に伴います消耗品のことでござい

まして、消防被服、装備品及び教科書代

３名分１６６万１，０００円を計上させ

ていただきました。

○山本善信委員長　三宅委員。

○三宅委員　いずれもご答弁ありがとう

ございました。

　まず、人事課ご所管の非常勤職員等賃

金及び時間外手当、これにつきましては

理解いたしました。今後とも人事効率の

発展を図りながら採用等検討していって

いただきたく存じます。

　また、例規集についてでございますが、

改正がふえればその分料金もふえる。こ

れはいたし方ない点かとも思いますが、

例えば包括的に１年間の契約として１０

０万円であるとか、そういった契約がで

きないか。この点について１点お伺いし

ておきます。

　続きまして、１８ページ、電子自治体

推進協議会負担金、これについてもその

趣旨を理解いたしました。ただ、現在、

市長は市政方針演説で最適なコンピュー

ターシステムの検討と申しておられます

し、また私も１７年度の第３回定例会で、

全庁的システムの共有化という点につい

て質問を申し上げました。

　そして、現在、課長もそのニュアンス

でおっしゃいましたが、２５ページにご

ざいます行政情報化推進事業、こちらの

予算が比較的減額されております。方針

として電子自治体を推進していくという

趣旨のもと、この減額措置は若干残念な

気もいたします。例えば、システムの改

造料等、オープンシステムに改造すれば、

こちらの方の節約が見込める点も幾分発

生しようかと思われますので、助役をは

じめとして今後とも電子自治体の推進に

ご尽力いただきますように要望申し上げ

ます。

　続きまして、総務防災課ご所管の光熱

水費について、その内容を理解いたしま

した。ただ、いわゆる「もったいない」

という言葉が多用されていますように、

資源の有効的な利用は世界的な命題でご

ざいますので、この点重々、肝に銘じて
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政策に取り組んでいただきたいと思いま

す。

　続きまして、政策推進課ご所管、巡視

船せっつの体験乗船についてでございま

すが、一定の検討をなされていることで、

安心をいたしました。できましたらたく

さんの市民の方が応募され、抽選で「あ

あ残念やった、乗りたかった」と言って

いただけるような事業になることを願っ

て、これを要望といたします。

　続きまして、男女共同参画センターの

器具費、詳しいご説明ありがとうござい

ました。こちらの方、これから新しく購

入されて使用していかれることと存じま

すが、長い間使っていけるように大切に

お取り扱いいただきますように、要望を

申し上げておきます。

　続きまして、人権推進課ご所管、人権

協会の分担金について、こちらも理解い

たしました。今後とも摂津市の人権施策

に資するために、倍旧の努力をお願いい

たします。

　続きまして、市民税課ご所管の臨時職

員の採用経費増大及びイメージファイル

作成、スキャニング作成等の増額分、こ

ちらについて、一定、理解いたしました。

昨今、ウイニーによる情報の流出等、個

人情報の保護の流れは強まっております

ので、間違っても漏えい等起こらないよ

うに注意を払っていただきたいと要望を

申し上げておきます。

　続きまして、納税課ご所管、滞納管理

システム整備委託料、こちらの増額分に

ついても理解いたしました。同じく、こ

ちらの方は事務の効率化等に資するため

にこのシステムを導入するのであれば積

極的な活用をお願い申し上げます。

　続きまして、９８ページに、消防総務

課ご所管の消耗品の増額分、これについ

ては詳しいご答弁をいただきまして理解

いたしました。女性職員を採用され、ま

たそこに従来の男性の職員と同じ装備を

支給されるということであれば、今後の

人員配置等、当然に署、あるいは救急業

務等への配置も考えられますが、この点、

一定、お考えがございましたらこの際お

示し願いたく存じます。

　また、１０２ページ。総務防災課ご所

管、消耗品及び手数料の増額分、いずれ

も理解いたしました。現在、防災行政無

線に関しては、定期的なメンテナンスが

行われるかと存じますが、この点につい

てどのようなメンテナンス方法をとられ

ているかを２回目として質問いたします。

２回目は以上です。

○山本善信委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　ただいまご質問に

なりました女性職員の配属先でございま

すが、被服等は当然、男性職員と同じよ

うに配備しております。配属につきまし

ては、初任科教育を６か月終了いたしま

して、その成績、そしてその方の適性、

能力、そして資格を勘案いたしまして適

正配置をいたしたいと思っております。

ゆえに、署に行きますか、予防課に行き

ますか、総務課に行きますかはまだ決め

てはおりません。

○山本善信委員長　杉本課長。

○杉本総務防災課長　防災行政無線のメ

ンテナンスでございますけども、予算上

でもございますけど、メンテナンス用の

予算も補修・修繕ということで上げてお

りますけども、月１回、毎月２０日に、

防災行政無線といいましてもいろいろ相

互系、固定系とありますけども、業者の

方で来ていただいて、確認をいただいて

おります。ただ、相当劣化が激しいもの

ですから、何とか機能を維持しながら今

後も財政事情好転するまで使っていきた

いと考えております。
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○山本善信委員長　小寺参事。

○小寺総務部参事　例規集のことについ

てお答え申し上げます。

　今、委員のご指摘の方法というのは、

これは年間の定額で契約できないかとい

うことのようでございますけれども、現

在の例規集の契約というのは単価契約１

ページ当たり幾らというふうな契約でやっ

ておりまして、したがいまして、改正件

数、内容がふえますと出来高によって金

額が上がると。少なければ安くてあがる

と、そういうことでございますので、ご

提案の方法も１つの方法かと存じますけ

れども、やはり実態を反映した今のペー

ジ単価による契約は適切ではないかと考

えております。

○山本善信委員長　三宅委員。

○三宅委員　いずれもご答弁ありがとう

ございました。例規集に関しましては、

確かに今の加除式の方式ですので、その

やり方の方が金額的にも場合によっては

落ちつくのかなと存じます。ただ、今後

例えば、コンピューターシステムで、一

定、管理ができるようになれば、加除式

の例規集は例えば庁舎に１冊、あるいは

複数を置いておくという形になることも

考えられますので、将来的な展望として、

契約の見直し等も考えていただけたらと

存じます。

　続きまして、消防女性職員の配置につ

いてご答弁をいただきまして、確かに能

力等を重視して、それぞれの適性に応じ

た配置をされることが肝要かと存じます。

ただ、女性においては労働安全衛生法等

一定の法律で縛りがあろうかと存じます

ので、その辺はしっかりと考慮されて、

男女平等に資する配置の方をよろしくお

願いいたします。

　そして、防災行政無線でございますが、

こちらの方、事務事業評価によりますと、

非常に劣化が進んでおるということでご

ざいます。適切なメンテナンスを行って

いただきたいところではございますが、

ここで１つ提案をさせていただきます。

　例えば、１か月に１回メンテナンスを

されているということであれば、そのと

きに例えば、その１か月間に起こった安

心安全に関する情報、例えばひったくり

であるとか、自転車盗、こういった情報、

近隣の市町村で起こった、こういった情

報を流すというのも１つ安心安全のまち

づくりに意識を向上させる１つの施策に

なろうかと存じます。

　恐らく、業者の方に委託されてメンテ

ナンスをしておられることと存じますの

で、こういった協議の方も考えていただ

けると、今後の市政発展に資するかと存

じます。よろしくご検討をお願いいたし

ます。

　そして、今回の予算概要等におきまし

てアルバイト賃金という記述が非常勤職

員、あるいは臨時職員等と言う表記に変

更されております。せんだって、私に市

長公室長が答弁していただきました立場

の再確認という意味での、これは非常に

評価できることと考えておりますので、

今後ともこういった姿勢で職務に取り組

んでいただけることをお願い申し上げて、

質問を終わらせていただきます。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

　野口委員。

○野口委員　さきの代表質問でも、森山

市政になりまして２期目の予算というこ

とで、その特徴でも述べながら、今の地

方自治体の役割として、市民生活をいか

に守っていくかという立場で、いろいろ

な指摘もし、質問申し上げました。

　きょうは、総務常任委員会の審査であ

りますけども、改めてその延長の問題も
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含めて、個々の問題も含めて質疑申し上

げたいと思います。

　最初に、先ほども論議された市民税の

問題で、個人市民税、それと法人市民税、

そして固定資産税、都市計画税の関係に

ついてまず、質問したいと思うのです。

　いろいろ増減の補足説明は一応あった

わけでありますけれども、当初予算で説

明がありましたように、個人市民税で３

億７，０２０万の増だと。法人市民税で

１億９，８４０万の増だということであ

りました。特に個人市民税については、

１２月議会の話もされましたけども、高

齢者をめぐる税制の改悪によって、平成

１８年度の個人市民税増収としてご本人

たちは増収になるわけですけども、約２

億５，２００万というところが市民にとっ

ては影響を受けますし、市の財政として

はプラスになるというお話でありました。

　今回、市民税では、３億７，０２０万

の増でありますけども、差し引きの分を

含めて個人市民税から見た、今の一定景

気がよくなったとおっしゃっていますけ

れども、その辺との絡みをどう見たらい

いのかというのが第１点です。

　法人市民税については、１億９，８４

０万の増でありますけども、確かに景気

に左右される税目でありますが、摂津市

内での事業所の状況はどうなのかという

ことがわかるようなご説明をいただきた

いと思うんです。いただいた資料で言い

ますと、平成１８年度の審査になります

けども、この３月８日の時点で、例えば

事業所の届け出処理という数字を見ます

と、事業所が廃止したということで見ま

すと、平成１７年度は９６件ということ

で、廃止の件数がだんだん減ってきてい

ます。その一方、開設をするという届け

出は１１２件で逆にふえているというこ

ともありますし、また、法人区分の構成

を見ますと、１号法人から９号法人、合

わせて３，１８８事業所、これは１７年

度でありますけども、こういう数字が示

されていますけども、摂津市内でのこの

事業所の実情が今の景気との関係でどう

見たらいいのかと。その辺、１億９，８

４０万の法人市民税の増との関係を含め

て、一度ご説明をいただきたいと思いま

す。

　固定資産税、都市計画税の問題であり

ます。これにつきましては、今年度は評

価替えの年であります。固定資産税につ

いては、４億２５０万円の減と、都市計

画税については９，１００万円の減とい

う説明であります。

　いろいろ資料いただいて見ているんで

すけども、今回の税金としては税額減っ

ておりますが、その積算根拠、例えば非

住宅用地、小規模住宅用地、それぞれで

引き下げになるパーセント、据え置き、

引き上げ、こういうそれぞれのパーセン

トで占める割合なども含めて、今回の評

価替えの特徴もあわせて、まずご説明い

ただきたいと思います。

　２つ目は、平成１８年度に女性プラン

の策定を行うということで、代表質問で

答弁されているんですけども、その費用

の項目が見つからないんですけども、第

２期女性プランが平成１８年度に終了に

なりますから、当然今年度中に第３期の

女性プランを最低つくっていくというこ

とで、懇話会を中心にしてその作業を進

めていくのだろうと思っておりますが、

それを前提としてお尋ねしますけれども、

市長も今年度行政を進めていくテーマと

して、女性ということを言っています。

いろいろ女性消防職員の採用だとか、障

害者の方の女性職員の採用だとか、そう

いうこともまず取っ掛かりとして述べら

れておりますけれども、今年度、女性プ
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ランの策定を行うのかどうかというのが

まず１点です。

　そして、この第２期女性プランの到達

状況について、一度きちっとお示しいた

だいて、できれば第２期の女性プランで、

その評価を含めて、それを第３期に生か

すのだという方向でご答弁いただきたい

と思います。

　その中で、昨年も若干お尋ねしたこと

もあると思うんですけれども、最近では

条例として制定されたのが島本町であり

ます。自治体としての基本姿勢を示すと

いう、到達状況のいろいろな熟度の問題

もありますけども、自治体の姿勢を示す

という点で、条例制定の問題もいろいろ

この間、論議をしてきておりますし、い

つもこの問題では、女性政策推進市民懇

話会で検討していきたいと、意見を聞い

ていきたいということの答弁の域を脱し

ていません。できれば、女性プラン策定

とあわせて、そういう条例制定の問題に

ついても現状どうお考えなのかもあわせ

てお答えいただきたいと。

　到達の状況で、いろいろ切り口あろう

かと思いますけれども、このいろんな市

の審議会の参加率、市職員の女性の占め

る割合、女性管理職、こういう点では、

市の職員、また教職員の問題でも、この

間、ご答弁いただいていますけども、そ

ういう数字だとか、いろんな基本項目が

ありますけども、この第２期女性プラン

の中で特徴的にその目標に向かって取り

組んで、印象に残る問題などもあれば、

あわせてご答弁いただきたいと思います。

　３つ目は、三位一体改革と摂津市財政

の問題であります。総務常任委員会の方

でこの間、ご説明をいただいているわけ

でありますけれども、この三位一体の問

題について、摂津的には、補助金の削減

と税源移譲の関係で、プラスになるから

ということが、いわゆる三位一体改革に

ついて、その本質といいますか、いわゆ

る国からの地方自治体に対する財政支出

を抑えていくことが、最大の目的であり

ますし、それは説明ありましたように、

三位一体改革の全体像、補助金負担率、

削減で４兆７，０００億円、税源移譲で

３兆円、地方交付税で５．１兆円のマイ

ナスという数字で示されていますように、

大変な影響を受けているわけですけれど

も、こういう地方交付税、臨時財政対策

債も含めて、全体像から三位一体改革を

受けとめないで、単純に税源移譲と補助

金の削減でプラマイでプラスだからとい

う意味合いで発言される方がおられます

ので、それは全体像を見て、きちっと発

言をしていただきたいと。

　ちなみに、普通交付税、臨時財政含め

ますと、ご承知のとおり、１６年度から

１８年度の３か年の決算は１１億３，９

００万の影響だという数字であります。

こういう数字もきちんと受けとめていた

だいて、間違った認識はぜひやめていた

だきたいということで指摘をしておきま

す。

　次に、人件費の問題です。先ほども論

議がされました。人件費、給与関係は一

般会計の最後の方にいつも載せているわ

けでありますが、一般会計の２２４ペー

ジから出ています。先ほどあったように、

いろんな説明をいただいたわけでありま

す。余り広げないようにしますけども、

職員数の推移は先ほど課長の方からご答

弁あったように、ことしの４月１日時点

で全職員数は７６０名ということであり

ます。平成１７年度の退職者は再任用な

ども含めて３８名、死亡された方１名含

めてですけども。そして、採用される人

が３３名ということで差し引き５名と、

この３３名の採用される方については教
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育委員会のいわゆる割愛人事４人は入っ

ていない状態のはずでありますけれども、

とりあえずそういう条件つきで４月１日

７６０名で出発させていただきます。れ

るという数字がまず１つあります。

　そういう中で、先ほど説明ありました

ように、地方公務員の人件費として大き

な問題が調整手当をなくして地域手当に

ということで、国の方のガイドラインも

示されて、今回の本市の予算書の中でも、

とりあえず地域手当という項目が今回２

２４ページにありますけども、例えば一

般会計関係６５１名で３億８８万６，０

００円という数字もあったり、いろいろ

しています。

　そこでまずお尋ねしたいんですけども、

この調整手当１０％をなくされて、今回

地域手当６％にということで出ておりま

すけども、本市の影響額がどのぐらいか

というのが１つです。大阪府下５万人を

超える自治体については国が１５％、１

２％、１０％とか、いろんな地域手当の

数字を示されていますけども、現時点で

各市の状況はどうなのかということをあ

わせてお示しをいただきたいと思ってい

ます。

　それと、先ほどの説明ではこの間、摂

津の場合、人件費の関係でいいますと、

１、２等級で給料３％、３から７等級で

２％減額を平成１５年度からこの３月ま

でしていましたけども、これを今回なく

していくということも前提で予算を提案

されておりますし、先ほどの話の中で、

摂津市の管理手当が非常に少ないという

話もありましたけども、全体的に今回の

地域手当の関係も含めて、先ほどやる気

の話もありましたけども、いろんないい

人材が摂津市に集まる問題だとか、やる

気の問題だとか、そこで考えて、この機

会にきちっとした人件費の問題について

も整理が必要だと思っておりますが、そ

ういう点からして全体的な人件費の見直

しと、直している問題についてあわせて

お答えをいただきたいと思います。

　それと予算書の５２ページに、大阪府

の振興補助金が出ていまして、今回、ゼ

ロということであります。この理由を教

えていただきたいと思います。

　次に、今年度、８年ごとに実施をして

きております市民人権意識調査を行う年

度であります。それでまず、定例の８年

ごとに行われる調査でありますから、ど

ういう内容かちょっとわかりませんけど

も、昨年、大阪府でご承知のとおり２つ

の実態把握調査が行われました。それと

の関係で、８年前の本市の実態調査の設

問の中身を一応見ましたけども、今年度

行う意識調査の内容について、まずどう

いうふうにお考えなのか。ちょっとお答

えいただきたいと思います。

　次に、入札制度の改善に関連して、こ

れまでも検討いただいている市役所の少

額な物品販売の地元業者への育成という

立場から検討されている小規模修繕工事

等希望者登録制度これについてはこの間

の庁内での検討到達状況では、平成１９

年度から指名の切りかえになりますので、

あわせて実施をしていきたいということ

でありますけども、ことし１年間のこの

登録制度の創設に向けての取り組みをど

うされていくのかということと、池田と

か、大阪府下で実施されている各市と比

べて、その限度を何ぼにするかというこ

とも１つの検討課題だとおっしゃってい

ましたので、そういうような問題を含め

て、この１年間どうされるのか、教えて

いただきたいと思います。

　次に、防災、災害対策の問題です。今

議会に災害対策の推進条例も提案されて、

先ほどご答弁あったように、これまでの
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本市の防災、災害対策の到達点を踏まえ

て、総合的に計画的に進めていく熟度も

出てきたし、そういうことから今回そう

いうことも提案したというお話でありま

したし、ご承知のとおり、この３月末に

洪水ハザードマップの作成も一応オーケー

になりますし、東南海・南海地震に対す

る防災推進計画の策定もされたと。これ

に続いて、新年度は本市の地域防災計画

をいわゆる修正見直しをしていくのだと

いうことで、推進条例とそういう具体的

な計画のドッキングを踏まえながら、よ

り総合的な災害対策を進めていくのだろ

うと思いますけども、１つはいろんな予

算組みをされて、消防関係だとか、総務

防災関係だとか、細かい数字も含めて提

案も今年度されておりますけども、今の

到達状況について、まずどう評価されて

いるのかと。

　それと、市の防災計画と東南海・南海

地震の防災推進計画など、どう絡めて進

めていって、災害予防だとか、事が発生

した場合に、すぐ対応できるようにする

とか、いろんな切り口があろうかと思い

ますけども、そういう面で到達と今年度

の見直しの視点、対策を進める視点につ

いて、まずお答えいただきたいと思いま

す。

　最後に、平成１８年度の当初予算時点

に立って、この財政見通しだとか、市政

運営の基本問題について改めてお問いを

したいと思います。

　この前の代表質問で、国の税制改革と

摂津市の今回の市民負担増の問題を絡め

て、いろいろ数字も示して、この市民生

活が国や摂津市のそういう取り組みの中

でどう影響を受けるのかということも改

めて示してきました。

　小泉構造改革のもとで、規制緩和万能

論の破綻も耐震偽装問題だとか、ＪＲの

事故も含めていろんな角度からマスコミ

的にも社会的にも大きな議論を呼んでお

りますけれども、改めて自治体として公

的な部分として、何を基本に事を進めて

いくのかということを改めてこの場でも

質疑申し上げて、若干論議をしたいと思

うんです。

　まず、市民の生活実態、行政のレベル

も含めて、まず幾つかの指標を申し上げ

たいと思うんです。

　１つは、決算でありますが、平成１６

年度の決算における全予算に対する民生

費の構成比率２８．９％であります。こ

の年に大阪府下３２市の間で２１だった

と思うんですけども、大体３０％の構成

比率、３０％を超えていました。摂津市

は下から６番目の構成比率であります。

これを金額的には、決算カードでは８２

億５，０００万という数字でしたので、

少なくても３０％に構成率引き上げれば、

約３億円のお金が上がるわけですね。経

常収支比率がご承知のとおり、高い、２

番目の１０５．６だということでありま

す。一方、歳入総額の１人当たり府下４

番目の財政力ということであります。

　市債残高につきましては、平成１７年

度が公債費のピークだということで、こ

れからが退職金のピークを迎えていくと

いうことで、そういう論議がされており

ますけども、これについても平成１６年

度でこのときは一般、下水、水道、債務

負担を合わせますと９８０億円になりま

す。今回、当初予算ですから、一般と下

水だけで見ますと７９６億円、平成１６

年度の一般、下水で８８３億円が７９６

億円にと大変減ってきました。財政状況

としては、先ほど申し上げたように、平

成１７年度市債のピーク、公債費のピー

クが終わったということであります。

　市民生活の状況を示す分で、これまで
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も紹介しておりますように、一番新しい

大阪府下の資料で、就学援助金の認定率、

これが小学生で４１．５３％、中学生で

３０．６２％、いずれも府下１番であり

ます。基本的な所得基準はほとんど変わ

りません。生活保護で言いますと、この

前いただいた資料、平成１７年９月１日

時点の数字ですけども、６６８世帯で９

８１人です。これを前年の同月比で比べ

ますと例えば人数で９８１人は、前年同

月に比べますと１１７．３％になってお

ります。この伸び率は大阪府の資料では、

伸び率では一番多いわけです。１年間で、

摂津での生活保護者の数は最大にふえた

ということが、この数字から言えます。

全国的には１００万世帯を超えました。

　公共料金の値上げ、単純計算で申しわ

けないんですけども、介護保険料、国民

健康保険料、葬儀会館使用料等々で大体

約４億６，０００万です。これは前市政

時代の平成６年に約８億年の単年度負担

増が、そういう年がありました。これ以

降、最大の２番目に多い値上げの金額に

なりました。そういうことを平成１８年

度に市民に押しつけようという状況であ

ります。

　代表質問で申し上げましたように、今

の国の政治のもとで、いろんな角度から

見ても社会的格差が広がっています。２

３．８％、いわゆる４分の１の世帯の方

が貯蓄ゼロですよという数字も出ていま

す。当然これも摂津も同じでありますし、

そういう中で、そういう市民生活の実態

をいかにきちっと分析していただいて、

財政しんどいけども、まず市民の暮らし

を守ることを第一に進めていくと。その

中で、財政再建も大変ですけども、計画

的に進めていくと、こういう基本的な考

え方が改めて基本になるだろうと思って

おります。そういうことをきちんと据え

なければ、後から論議しますけども、国

の市場化テスト法案だとか、最近国会に

も提出された行政改革推進法案だとか、

この３月に摂津としても策定される集中

改革プランだとか、いろんな意味でより

地方自治体をめぐって、官の部分をめぐっ

て閉鎖する動きがありますので、そうい

う点からしても、改めてそのことが求め

られると思いますけども、それに対する

答弁を求めて１回目終わります。

○山本善信委員長　藤原課長。

○藤原人権推進課長　人権問題に対する

市民意識調査でありますが、委員おっしゃ

られたとおり、過去に２回やっておりま

して、平成２年と平成１０年に実施して

おります。今回、８年ぶりに実施をする

ものであります。

　その目的とするところは市民意識の変

化並びに動向を把握することによって人

権尊重の社会づくりに向けた摂津市の今

後の人権教育啓発施策の効果的な取り組

みのための基礎資料を得るということで

あります。

　したがいまして、調査項目につきまし

ては、前々回、あるいは前回の調査がベー

スになるとは思うんですが、その中でも

検討を加えさせていただいて、平成１０

年から後、新たに人権課題として入って

きたものもございますので、その辺も考

えて、この設計図をつくっていきたいと

考えております。

　ただ、前回、平成１０年につきまして

は、人間を尊重するまちづくり審議会と

いうところで小委員会をつくっていただ

きまして、そこで調査項目の検討をして

いただいた経過がありますので、今回も

まだ審議会には諮っておりませんが、前

回と同じような形で小委員会をつくって

いただいて、行政の方で一方的に決める

のではなしに、小委員会の方で検討して
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いただいた結果、再び同審議会に諮って

了解をとらせていただいて、その後、調

査をするというふうなことで考えており

ます。

○山本善信委員長　寺本課長。

○寺本市民税課長　まず個人市民税、１

８年度予算、前年度に比べまして３億７，

０２０万増ということで、高齢者をめぐ

る税制改正の中で個人市民税の絡みをど

う見ているのかという１点目のご質問だっ

たと思うんですけども。個人市民税の１

８年度の予算の見積もりにつきましては、

先ほども南野委員さんからのご質問の中

でご説明させていただきましたように、

全所得者の８割を占めます給与所得者の

納税義務者につきましては、平成１２年

から年々減少しております。

　また、それに伴いまして、給与の総収

入額も減少しておるわけでございますけ

ども、予算を見積もるに当たりましては、

過去５年間を見ますと、給与所得者の収

入額の減を幾らか考慮いたしまして見積

もっていたところでございますが、１８

年度の経済見通しによりますと、消費及

び設備投資は引き続き増加し、民間需要

を中心の緩やかな回復を続けると見込ま

れるという経済の見通しが示されており

まして、１８年度予算の見積もりに当た

りましては、給与所得者の給与収入金額

を前年並みといたしまして、見込んだと

ころでございます。

　先ほど委員も申されていました約２億

５，２００万、これが税制改正に係りま

す影響額でございますが、昨年１２月の

総務常任委員会で委員の皆様方にお示し

させていただいたものでございますけど

も、主なものといたしましては、定率減

税の半減によります部分で１億８，７６

６万円、６５歳以上のものに係ります非

課税措置の廃止で１，６１７万円、老年

者控除の廃止で３，３５７万円、公的年

金控除の見直しで１，４３４万円、合わ

せますと約２億５，２００万円になるわ

けですけれども、この部分の影響額と納

税義務者減少によります９４０万円の減

額など考慮しまして、３億７，０２０万

円増とさせていただいたわけですけども、

個人の納税義務者につきましては、数字

の分析ですけれども、１２年で４万１０

４人、１６年度で３万８，２２６人と、

いずれも決算の数字でございますが、１

２年から１６年度にかけまして、１，８

７８人減少しておりまして、率にいたし

ますと４．７％の減となっております。

　市民税額で見ますと、１２年度４０億

６，２２７万９，０００円、１６年度が

３３億３，４３３万７，０００円と７億

２，７９４万２，０００円の減少となっ

ておりまして、率にしますと１７．９％

の減となっております。

　しかしながら、市民税額の部分で１７

年度の決算見込み額を３３億２，８７６

万３，０００円と見込んでおりまして、

１６年度と比較いたしますと５５７万４，

０００円の減と、率にいたしますと０．

２％の減となっておりまして、これにつ

きましては景気回復の兆しが影響してき

たのではないかと。下げどまりの傾向が

あらわれてきたのではないかと考えてお

るところでございます。

　２点目の法人市民税に係る部分でござ

いますけども、法人市民税１億９，８４

０万円の増でございますが、これにつき

ましては１号法人の主要企業が１６年度

決算を受けまして、１７年度も引き続き

堅調に推移しておりまして、現年課税分

の調定額の伸びを前年度並みとしまして、

最終調定見込み２４億８，９００万円、

徴収率を９９．３％と見込みまして、前

年度比１億９，８４０万円の増というこ
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とでなっておるわけですけども、法人市

民税につきましては、資本金と市内従業

者の人数によりまして、１号法人から９

号法人に区分されますが、全部合わせま

すと１６年度決算の段階で、３，１６２

社ございまして、１２年度と比べますと

１３４社の減となっております。

　法人市民税の法人税割につきましては、

景気の動向によりまして増減します不安

定な財源でございますが、１３年９月の

アメリカの同時テロの影響で１４年度と

１５年度２年連続して大幅な減となった

わけでございますが、平成１６年度決算

では、主要企業が景気回復の基調により

まして、おおむね堅調でございましたの

で、大幅な増収となりました。

　１７年度も引き続き１号法人の主要企

業が堅調に推移しておりまして、過去５

年の移動届の件数につきましては、廃止

の部分で１３年度の２１４件をピークに

減少傾向にありまして、１８年度２月末

では先ほど委員が申されましたように、

９６社の廃止届となっております。

　法人の登録数につきましても、１８年

２月末で３，１８８社ございまして、前

年度と比較しますと２６社ふえておりま

す。このあたりにおきまして、景気回復

の兆しの影響があらわれてきたのではな

いかと考えております。

　以上のような理由で、個人市民税につ

きましては、前年度比３億７，０２０万

円増、現年課税分にいたしまして、３５

億６，２００万円、法人市民税につきま

しては、１億９，８４０万円増、現年課

税分で２４億７，１００万円を計上させ

ていただいておるところでございます。

○山本善信委員長　中岡次長。

○中岡市長公室次長　地域手当について、

及び人件費の全体的な見直しについてと

いうことでございますけれども、人事院

勧告の方で確かに給料につきましては、

平均で４．８％の減額、地域手当につき

ましては６％というのが出されておりま

す。各市ともこの内容でそれぞれ組合と

当局の方で交渉中でございます。先ほど

言われました各市の状況でございますけ

れども、大阪は大体今まで調整手当１０

％が多かったんですけども、それを超え

て１２％なり、１５％の地域もございま

す。ただ、聞くところによりますと超え

る地域については、当分の間は１０％で

いくという形で交渉をしているところが

多いようでございます。

　あと３％なり、６％なりに引き下げら

れる地域でございますけれども、これも

まちまちでございますけれども、多くは

やはり経過措置を設けて、２年、３年で

３％なり、６％に落としていくというと

ころが多いようでございます。

　それでは、本市の状況でございますけ

ど、一応６％ということで仮定いたしま

すと、一般会計でしたら１億２，０００

万円ぐらいの影響額が出ます。すべての

会計で言いますと、１億４，０００万円

程度の減額になると思っております。

　あとは組合との交渉の中で、確かに人

事院勧告どおりに実施するのであれば、

平成１１年に１２か月延伸しております

分と、平成１４年から２％、３％のカッ

トを続けております分の復元についても

お願いしたいということで、協議をして

いる最中でございます。

　市として、いずれにしましても、国の

ラスパイレス指数等も見ながら、それを

１００を上回らない範囲で、あるいは財

政状況の中で、できるだけ市にとって減

額になるような方向で、組合とは決着を

したいと思って、現在組合と交渉中でご

ざいます。

　また、管理職手当につきましては、確
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かに先ほど申し上げましたように、大阪

府下で係長級が４万、５万というのが相

場になっておりますので、摂津市の管理

職手当、今現在、課長級で３万３，００

０円でございますので、確かに今後、課

長級が評価をもっと確実にするとか、そ

ういうふうなものも含めていいますと、

仕事の内容も濃くなってまいりますので、

ある、一定、改定というのは考えねばな

らないと思っておりますけれども、現在

の財政状況を考えたときに、原資がふえ

るような状況ではなかなかできませんの

で、その他のほかの人件費等も含めた中

で、一度検討したいと思っております。

　それから、２％、３％のカットなりに

つきましては、今回、人事院勧告を実施

することになれば、やはりそれについて

は１８年３月が条例の期限なんですけれ

ども、延長はしない方向では検討してい

かなければならないのかなと思っており

ます。

○山本善信委員長　堤課長。

○堤財政課長　それでは、私の方からは

三位一体改革と摂津市財政につきまして、

それから大阪府の市町村振興補助、並び

に財政見通しについて答弁させて頂きま

す。

　それでは、まず大阪府市町村振興補助

金を１８年度当初予算に計上していない

理由を申し上げますと、平成１７年度に

財政力指数が１．０を超えました。大阪

府の市町村振興補助金につきましては、

本来の目的は市町村の自立的な行財政運

営を支援する見地から、市町村の特性を

踏まえて地方分権の推進、行政改革、広

域行政への取り組みを促進するために補

助をするというものでございますが、大

阪府の方針、財政力指数１．０を超えれ

ば交付しないという方針がございまして、

ただ、１７年度の決算の委員会のときに

もご答弁申し上げましたように、粘り強

く要望を続けてまいりたいと考えており

ます。予算には計上しておりませんが、

要望は続けてまいりたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

　それから、財政見通しということでご

ざいますが、本市の近年におきます財政

の運営方針といたしましては、まず、財

政健全化計画がございます。財政健全化

計画は、バブル崩壊後の景気低迷による

歳入不足の中で、このままいけば準用再

建団体になるというような危機的な状況

を打破するという目的で１０年度から財

政健全化計画を策定して、５年間健全化

に向けた取り組みを行ってまいりました。

　１６年度以降につきましては、行財政

改革第３次実施計画を策定いたしまして、

１６年度から１８年度の公債費のピーク

に対応するために第１期アクションプラ

ン、１９年度から２２年度の退職手当に

対応するために第２期というふうに定め

まして、取り組みを行ってきました。

　このたび、アクションプランというこ

との策定をし、それにかわるものとして

することになっておりまして、こちらの

方は政策推進課の方で答弁をさせていた

だきます。

　そういう形で、再建団体回避に向けて

財政運営を続けてまいりました。市長が

申されていましたように、市民が路頭に

迷うような、そういう再建団体には落と

してはならないという強い意思を表明さ

れておられます。まだまだ厳しい財政状

況が続くと思いますが、引き続きそうい

う立場で財政運営を行ってまいりたいと

考えております。

　委員ご指摘のように、財政がしんどく

ても、まず市民の暮らしを守るというこ

とが、逆に財政再建団体に落としてしま

えば、市民の暮らしが守れないというふ
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うに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

○山本善信委員長　有山課長。

○有山政策推進課長　それでは、財政再

建と地方自治をめぐる流れの中で、本市

の状況ということで、新アクションプラ

ンについてなんですが、国の集中改革プ

ランにより策定をするという認識ではご

ざいません。本市では、平成６年度のシ

エイプアップ作戦、それに続きまして平

成７年から業務再構築Ｓｕｐ３０、その

後、１０年１月に第１次の実施計画、２

次の実施計画、３次の実施計画、それか

ら１６年６月に第１期のアクションプラ

ンを策定をしてきております。

　このように、本市での取り組みは国に

先駆けてやっており、国から押しつけら

れて策定をしたものではございません。

また、私ども行革を行うこと、それ自体

が目的ではなく、あくまでも手段と考え

ております。本市の財政状況の問題を語

るときに、よく公債費と繰出金のことが

言われますが、私ども行革を担当してい

るものとしましては、扶助費に着目をし

ております。平成１１年度の扶助費の決

算額が３１億１，８００万円であり、平

成１６年度では４４億４，８００万円と

なっております。

　この５年間で扶助費は１３億３，００

０万円の増となっております。扶助費の

場合はもちろん国、府などの補助金があ

りますので、一般財源ベースで言います

と、この５年間で３億５００万円の財源

増となっております。

　これらの財源は私どもが取り組んでま

いりました行財政改革で生み出されてき

たものと考えております。

　扶助費は、生活困窮者、高齢者、障害

者に対するもの、あるいは医療に対する

もの、市民の暮らしを守るための予算費

目であり、こういった施策を継続させて

いくための手段として、行政改革を行っ

ているものであります。

　それと、就学援助についても、少し認

識が違うのでお話をさせていただきます。

就学援助の認定率は教育委員会の担当者

から委員がおっしゃいました数字、平成

１６年度、小学校で４１．５％、中学校

で３０．６％、小中を合わせた認定率で

は、３８．２％と府内でダントツの１位

であります。また、担当者から聞いてお

る話では、日本全国でも第１位と聞いて

おります。むしろこのように認定率が高

いことは市民が住みよいまち摂津を目指

して、直接申請を行っているということ

を高く評価いただきたいと考えておりま

す。

　なぜなら、各市により所得基準に格差

があること、それから多くの市では受付

方法を学校を通じて間接申請をするとい

う方法をとっておりますが、本市のよう

に、直接教育委員会で受付を行うという

申請形態をとっております。このことに

よって、認定率が相当他市と比べて引き

上げられているというふうに考えられま

す。

　それともう一点、国保と介護保険の改

定についてですが、これも私どもの考え

と相当違っております。保険料の改定は、

住民負担をふやすとのご指摘ですが、国

民健康保険、介護保険の制度は健康であ

るため安心していつでも医療を受けられ

ることを施策の目的としております。手

段として保険制度を利用することになっ

ています。

　言いかえますと、保険制度が破綻する

と、健康であるため、安心していつでも

医療を受けられることができなくなるわ

けであります。保険制度は制度加入者が

保険料を出し合うことにより、お互いに
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必要な医療を受けることができる制度で

あります。

　就学援助を４０％の方が受けられてい

る状況を考えれば、給与所得者の中にも

多くがこの所得階層に含まれている状況

が考えられます。ということは、この階

層の給与所得者の方々は、自分の保険料

はそれぞれの健保に社会保険料として支

払っているということになります。この

方々からいただいた税金で、国保会計の

赤字を補てんするということではなしに、

市民の方々がそれぞれ入られている保険

制度で健康であるため、安心していつで

も医療を受けられる状況とすることが、

私ども行政が担う負担の公平ではないか

と考えております。

　このことが代表質問で、委員の所属さ

れる会派がおっしゃっておりました、深

刻な生活実態にある市民に負担を押しつ

けないことになると思っております。

○山本善信委員長　石田参事。

○石田総務部参事　入札制度の改善の中

で、小規模修繕工事登録制度のこの間の

取り組みでございますけれども、平成１

７年７月に先行して実施しておられます

池田市の方に出向きまして、調査をさせ

ていただいております。

　その中で、池田市は登録業者が５１社、

２７業種の方が登録をされておられると。

その中で１６年度の実績として、２０６

件８２１万円を小規模登録業者の方に発

注したという実績があると伺っておりま

す。その主な内容につきましては、ガラ

スの入れかえ、畳の表がえ、トイレの詰

まりなどを修繕していただいたというの

が実態のようでございます。

　本市の場合でございますが、今現在、

工事業者、市内業者の登録が土木で６６

社、建築で３９社ございます。その中で、

平成１６年度に実際に落札できた業者さ

んが土木で２８社、建築の方で申します

と１７社が実際に市の工事を受注できた

というような状況でございます。

　そんな状況の中で、やはり指名登録を

されておる業者さんもかなり中小零細の

業者さんもおいでになる。その中で、果

たして限度額をどの点、３０万にするの

か、５０万にするのか、また、両方受付

をするようにするのか。それらの点につ

いて非常に悩ましいところでございまし

て、今、現在、登録受付に向けて種々検

討している最中でございますので、よろ

しくお願い申し上げます。

○山本善信委員長　宮部課長。

○宮部固定資産税課長　今回の評価替え

におきましては、土地について引き続き

評価の均衡化、適正化を図るため、地価

公示価格の７割を目途に評価替えいたし

ますとともに、今回の税制改正におきま

しては、低負担の土地について、課税の

公平の観点から、税負担の均衡化を一層

促進するとともに、納税者にわかりやす

い簡素な制度に見直されます。

　具体的には、商業地等の非住宅用地に

ありましては、評価額の７０％を課税標

準額の法定上限とする引き下げ措置及び

前年度課税標準額が評価額の６０％から

７０％のものを前年度課税標準額とする

据え置き措置は維持しながら、評価額の

６０％未満の低負担の土地につきまして

は、負担水準に応じて１．０２５から１．

１５の負担調整率を前年度課税標準額に

乗じる方法から、一律に前年度課税標額

に当該年度評価額の５％を加算するとい

う引き上げ方法に改められます。

　また、住宅用地にありましても、引き

下げ、据え置き措置は維持しながら、８

０％未満のものについては評価額に住宅

用地特例率を乗じた本則課税標準額の５

％を前年度課税標準額に加算する引き上
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げ方法に改められます。

　税制改正後の本市の宅地のうち、非住

宅用地と小規模住宅用地における税の引

き下げ、据え置き、引き上げの占める割

合でございますが、面積割合でまいりま

すと、概算ではございますが、非住宅用

地にありましては、引き下げが７８．０

％、据え置きが２０．４％、引き上げが

１．６％、また小規模住宅用地にありま

しては、引き下げが１６．１％、据え置

きが５９．８％、引き上げが２４．１％

となります。

　平成１７年度と比較いたしますと、本

市では、評価替えに伴う評価額の減少に

より引き下げの割合がさらに増加いたし

ますが、一方で、税制改正によりまして、

小規模住宅用地において引き上げが０．

５％から２４．１％に増加いたします。

　これは、地価下落が著しい土地につい

ての臨時的な据え置き措置が廃止された

ことによるもので、引き上げとなる土地

については、同一評価、同一負担という

課税の公平の観点から、４月からの縦覧

等において納税者の方々に説明し、ご理

解いただきたいと考えております。

○山本善信委員長　寺西参事。

○寺西市長公室参事　女性プランに関す

るご質問でございますが、先ほど野口委

員の方からのご質問の中にもございまし

たように、本市におきましては昭和６２

年に、せっつ女性プランを策定いたしま

して、平成７年に第１次改定を行い、現

在のプランは平成１４年に策定し、１８

年度に最終の目標年次を迎えるというこ

とで、現在、新プランの策定に向けて昨

年の１１月に男女平等に関する市民意識

調査を実施いたしまして、現在、集計中

でございます。

　なお、先ほどのご質問の中にございま

したが、審議会への女性の参画促進とい

うことでございますが、これにつきまし

ては、一応目標を３０％と定めまして行っ

ております。１６年４月１日現在の参画

数でございますが、全委員が７４０名中

２０４名、２７．６％となっております。

　１７年４月１日現在で全委員６８８名

中１９１名ということで、２７．８％、

ほとんど横ばいの状態でございます。

　それと、市の女性職員の割合でござい

ますが、１６年４月１日現在７９３名中

女性が１８５名ということで、２３．３

％、１７年４月１日時点で全職員７６５

名中１８１名ということで、２３．７％

となっております。

　それと、女性管理職の割合でございま

すが、１６年４月１日時点で、管理職１

０３名中、女性１名ということで、１．

０％、１７年４月１日現在で、全管理職

８８名中、女性管理職が２名ということ

で、２．３％になっております。管理職

の登用につきましては、現行の課長級昇

任試験を見直し、有資格者を対象とした

研修等の成果、人事考課及び部長の推薦

に基づいて昇任を行い、女性職員の管理

職昇任への機会を拡大していくというふ

うな形で今申されております。

　なお、現在のプランの見直しでござい

ますが、既に先ほど申しましたように、

一応男女共同参画の市民意識調査を実施

しておるところでございます。

　それで、今週の金曜日、３月１７日に

も女性政策推進市民懇話会を開催する予

定でございます。

　なお、条例制定につきましては、女性

政策推進市民懇話会の委員からのご意見

を聞く中、条例制定の必要性について幅

広い市民の方々からのご意見を聞きなが

ら慎重に検討してまいりたいと考えてお

ります。

○山本善信委員長　杉本課長。
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○杉本総務防災課長　防災対策の今の到

達状況の評価と災害予防への見直しの視

点という２点、ご質問いただきましたの

で、お答えいたします。

　到達状況でありますけれども、何より

も最近ありがたいなと思いますのは、住

民の方々の意識、自主防災組織の訓練を

見ておりましても、この１年間で大方２，

０００人近くの方が参加いただける。こ

れは何よりの到達点ではないかなと、今

の時点では一番喜ばしいことではないか

なと考えております。

　それというのも、自主防災組織の方々

のご努力のおかげとありがたく思ってお

ります。

　また、ハード面といいますか、用品の

備蓄でありますとか、防災器具でありま

すとか、こういったものについては、一

定の整備はしております。また、ハザー

ドマップもできますし、地域防災計画に

ついても見直していくということで、着

実には進めておりますけれども、まだま

だ道半ばというのが現状かなと、切りは

ございませんけれども、思っております。

現在の評価としては、５０点ぐらいでは

ないかと思います。ただし、これはうち

の市だけが５０点ということではなくて、

府下、全国市町村すべてがその程度では

ないかなと私は思っております。

　ただし、話は続きます。市町村におけ

る、２点目の話でありますけれども、災

害予防への見直しの視点ということでご

ざいますけれども、今なぜ５０点と言っ

たかと申しますと、まず基礎的な防災体

制はできていると思います。しかしなが

ら、対応能力の強化とかの訓練、これが

また今後していかなければいけない重要

なことではないかなと。側はつくって、

今後は中身を入れていくということかと

思います。

　先ほどご質問でもございましたけれど

も、例えば情報伝達でございますけども、

確かに防災行政無線はございます。しか

しながら、そういう市町村も多うござい

ますけれども、災害時の要援護者への情

報伝達、こういった訓練、個々の地域で

の訓練といったものについては、まだま

だ進んでいないのではないかなと考えて

おります。今後の見直しに視点には入れ

ていきたいと思っております。

　また、次に、例えば今民間企業との協

定でありますとか、後ほど条例の審議を

いただきますけれども、進めております

けれども、例えばそういうことは協定は

しても、やっぱりＮＰＯでありますとか、

ＮＧＯでありますとか、こういったボラ

ンティア団体との提携とか、そういった

ことについてもまだまだこれからの視点

の中で取り組んでいくべき問題ではない

かなと考えております。

　また、資機材の整備につきましても、

一定、大阪府の基準をクリアして、防災

の非常食であれば１万５，０００食程度

持っておりますけれども、しかしながら

想定されます避難人員、例えば他市から

の流入でありますとか、都市からの帰宅

困難者でありますとか、こういったもの

に対する備蓄計画となりますと若干心も

とないのではないかなということであり

ます。

　これは本市だけではなく、全国、３月

６日に総務省の方から出されました資料

におきましても、私が今課題としました

ようなことは、大体１割から２割の自治

体がやっとできている程度ということで

すので、まだまだ道は半ばですけれども、

今後とも頑張っていきたいと考えており

ます。

○山本善信委員長　今の答弁の中で、５

０点云々の話がちょっと率直過ぎるよう
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に思いますので、その点も含めてちょっ

と総務部長の方から補足答弁。

○奥村総務部長　まず、防災の関係の分

で、今５０点というように言ったと思う

んですが、それは課長自身の個人的な見

解というように思っております。ただ、

私どもは災害対策推進条例、今回条例を

提案しております。これといいますのは、

自主防災組織が１２小学校区で１０小学

校区で設立になりました。

　それぞれ各自主防災会議の方では自発

的に、多くの方が出席していただいて、

いわゆる公助、共助、自助、これを十分

理解していただいて、いろいろ活動して

いただいております。

　ただ、災害対策推進条例、これをご可

決いただきましたら、これを新たな出発

点というふうに思っておりますので、ゴー

ルはまだまだ先かと思っております。

　それと、今までの答弁の中で各担当課

長が答弁申し上げましたけれども、若干

野口委員のご質問とちょっと答弁がうま

くかみ合っていない部分があると思いま

すので、補足をして説明をさせていただ

きたいと思います。

　まず、今回、市税の方で予算計上をさ

せていただいております前年度比較でい

きますと１億２，０００万の増、大まか

に言いますと、個人市民税では３億７，

０００万、それから法人市民税では１億

９，８００万、それから固定資産税で４

億４００万の減、都市計画税で９，１０

０万の減、市たばこ税３，９００万の増

となろうかと思います。

　これで、過去の分の当初予算と決算を

見てみますと、それぞれ傾向がわかると

思うんですが、ちょっと具体に数字を言

わせていただきます。平成１２年で当初

予算は１８９億円計上いたしました。そ

のときに決算は１８９億７，８００万で、

７，８００万の増でございました。平成

１３年度では１８９億円、１２年と当初

一緒なんですが、このときで１９１億８，

７００万で、１３年度では２億８，７０

０万の決算では増額になりました。

　それから、１４年、１５年でそれぞれ

当初予算と決算を比べますと１億７，５

００万の減になったり、あるいは１５年

では１億５，９００万の減になったりと

いうふうになっております。

　ただし、平成１６年度の決算でいきま

すと、当初予算に対しまして、４億８，

５００万というかなり大きな金額を決算

増しております。これといいますのは、

いわゆる法人市民税の動向によって大き

く左右されます。それぞれ各年度で当初

予算と決算の乖離で増になった分は、法

人市民税が伸びたときには増になってお

りますし、減になっているときには、法

人市民税が落ちたときには減になってい

るというふうになっております。

　今回、それぞれ個人、法人も一応強気

の見方をさせていただいております。平

成１６年で４億８千何がしかの決算増が

ありましたので、そういう景気の上昇基

調をそのまま受けまして、当初予算は強

気に見させていただいています。

　ただし、都市計画税では、先ほど固定

資産税課長から説明がありましたように、

評価替えによって固定資産税４億の減、

都市計画税で１億弱の減ということで、

トータル的には１億２，０００万の増と

いうふうに予算計上をさせていただきま

した。

　ただ、この法人市民税の分につきまし

ては、景気の動向によって敏感に反映す

る税でございますので、思惑どおりに税

が入るのか、あるいはそれ以上に入るの

か、これは決算を見てみないとわからな

いというのが実態でございます。
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　それから、１８年の当初予算の方で、

それぞれ市民の生活の実態ということで

ご質問がございました。代表質問の中で

もございましたけれども、これについて

若干説明をさせていただきたいと思いま

す。いろいろ平成１７年、あるいは平成

１８年で税制改正が行われております。

ご存じのように税制改正は国の方の税制

調査会の答申を受けまして、それぞれ改

正がなされます。高齢者の方の６５歳以

上の年金の方、この部分については現役

のいわゆる所得の方と一応不公平感をな

くすというような形で改正になっており

ます。それで、現役世代と高齢者の税負

担の公平を確保するためということになっ

ておりまして、ただし、障害者の方の真

の配慮が必要な場合については、その制

度を温存すべきであろうという答申が出

て、今回改正になっております。

　それから、定率減税の取り扱いでござ

いますが、これは平成１１年の当時、定

率減税が導入されました。このときの景

気を比べますと、今かなり景気が回復し

ているということで、暫定的な定率減税

については、もとへ戻すというような答

申でございます。

　その中で、民生費の構成比というよう

なことを言われておりましたけれども、

構成比はちょっと絶対的な数字ではなし

に、全体の他の経費によって大きく左右

されます。例えば、平成１７年度で公債

費がピークというふうに私ども言ってお

ります。ピークということになりますと、

民生費も当然構成比率は下がっていく。

公債費が今度は減少すれば、他の経費、

特に民生費なんかはそんなに年度間によっ

て影響はございませんので、まだ構成比

率は高くなるというふうに私どもは考え

ております。

　それから、経常収支比率の問題ですが、

１０５．６で平成８年から９年間ずっと

１００％を超えるというふうに言ってお

りますが、この機会にちょっとお話をさ

せていただきますが、公債費のピークと

いうことは、経常収支比率のピークであ

ります。平成１７年度は１１０を超える

か、あるいはそれ以内におさまるか、そ

の微妙な段階で、平成１７年度決算にお

きましては、府下ワースト１位も見えて

くるという感じで私どもは考えておりま

す。

　具体に言いますと、現在高と標準財政

規模、この比率が一番端的にあらわして

いると思っております。公共下水の残高

とそれから標準財政規模、この比率を見

ますと、うちの場合は標準財政の２．８

７倍が公共下水の残高でございます。府

下３２市中第１番ということになってお

ります。普通会計ベースでいきますと、

標準財政規模の２．１倍、府下３２市中

９位ということになります。トータル合

わせますと公共下水、普通会計の標準財

政規模の比率でいきますと、４．９８、

５倍の残高があるということで、これは

府下第２位というふうになっております。

　こういうことで公債費の対策が当然終

われば、常々言うていますように、平成

１９年以降は退職手当の増が出てきます。

退職手当も同じく経常経費でございます

ので、当面は経常経費１００％はなかな

か下回ることはないというふうに思って

おります。

○山本善信委員長　暫時休憩いたします。

（午後２時５１分　休憩）

（午後３時２０分　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。

　野口委員。

○野口委員　２回目の質問に入ります。

　最初に、市税関係であります。いろい

ろ数年間の予算と決算の対比の紹介もあ
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りました。ただ、新年度予算で出されて

いる数字、背景には何回も申し上げます

けれども、そういう税制改正もあると。

それだけ市民負担がふえていると。ぜひ

受けとめていただきたいと思います。

　その上で、平成１２年から平成１７年

度の最終補正、今回出ていますけれども、

その中で、平成１５年度だけ当初と決算

でマイナスになっていると。ほかは増額

になっています。そういう点で、平成１

７年度の当初、市税全体１６８億３，０

００万で出発されて、今回の補正予算で

１７０億３，０００万ということになっ

ております。平成１８年度当初予算の審

議であれですけども、現時点で平成１８

年末見込みの市税全体の金額について、

ふえるのか減るのか、ふえるのならどの

ぐらいふえるのか。ちょっと概算だと思

いますけれども、ご意見をいただきたい

と思います。

　法人市民税の関係ですが、１号から９

号法人の摂津市内それぞれ法人区分ごと

にどのぐらいの事業所あるかという数字

がいただいているんですけれども、ちょっ

と評価、ご意見だけ聞かせていただきた

いと思うんです。例えば、１号法人、５

０億円を超える資本金で、従業員が５０

人を超えるというところでありますけれ

ども、平成１２年度５年前、１９事業所

が平成１７年度の時点では、１つ減って

いますと。そういう関係で数字を比較し

ますと、第３号法人、１０億円を超える

資本金で従業員５０人以下というところ

ですけれども、５年前は１５２事業所あ

りましたが、現在１２４ということで２

８も、約８０％に減っているということ

であります。

　また７号法人、１，０００万から１億

円の資本金で従業員が５０人以下という

ランクであります。５年前が６８８事業

所が今６１９と約１０％ちょっと超える

範囲減っていますけども。こういうこと

を含めて、先ほどのご答弁に加えて、市

内の事業所の実態、担当課長としてどう

見たらいいのか、ちょっと教えていただ

きたいと思います。

　固定資産税と都市計画税の問題であり

ますけれども、課長の方からご答弁いた

だいて、特に心配しているのは小規模住

宅用地の今回評価替えによって、引き上

げになるところが面積比率で０．５％か

ら２４．１％ということになりますとい

う話がありました。小規模住宅で見ます

と、引き下げ１６．１％、据え置き５９．

８％で引き上げが２４．１％という数字

であります。大体６０％の方が据え置き

になるわけですけれども、ただ引き上げ

が大変ふえるということで、この辺の周

知徹底を改めてこの問題でお願いしてお

きます。

　続きまして、男女共同参画の問題に関

連しまして、いろいろ今年度の女性プラ

ンの見直しに向けての各指標の到達につ

いて、数字的にご答弁いただきました。

なかなかしんどいなという結果でありま

すけれども、去年の答弁と一緒なんです

ね。逆に数字は減っているんですか。全

体の枠がふえていますから、実はふえる

ということでありますけれども。そして、

条例についても代表質問の答弁だとか、

この間の答弁と一字一句違わないという

ご答弁だったんですけども、もう少しほ

かに答弁がないものかという感じがしま

す。これは感想で言うときますけども。

　その上で、できれば出された数字は市

役所として自己責任で努力の範疇で、い

ろいろ難しい問題等ありますけども、そ

こから出発できる項目でありますし、担

当課長、また助役からでも結構ですけれ

ども、女性管理職が８８名中２名と、昨
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年は全体１０３人おったんですけども管

理職は１名だったんです。今回は本庁の

職員さんと教育研究所、だから実態は同

じだと思うんですけども。そういう点で

は、変わっていないという感じしますし、

何でこうなるのかということの分析もさ

れていると思いますけれども。いわゆる

行政側としての男女共同参画の推進に率

先して努力をしていくということで、出

発できる分野でありますし、助役の方か

ら決意も含めてご答弁いただけませんか。

　人件費の問題です。担当課長からいろ

いろご答弁をいただきました。職員全体

で今回の調整手当１０％の廃止から地域

手当６％、この間の２％、３％の減額を

もとに戻すということもいろいろ数字も

示されておりますけれども、１０％から

６％で１億４，０００万の影響だという

話がありました。いろいろ組合との協議

事項でありますから、こういう場で論議

をしても、ある面ではむなしい感じもし

ますけども。いろんな矛盾があることは

ご承知だと思います。

　例えば摂津の職員さんで吹田に住んで

いると。吹田の職員さんが摂津に住んで

いるとなりますと、吹田は１２％ですか、

地域手当は。そういう本来の調整手当を

不十分ながらも均等で近傍で平均をなら

して調整しますよという趣旨からして、

格差を前提にしてこういうパーセントを

つけるということは矛盾した問題であり

ますし、そういう問題も含んでいますの

で、先ほど申し上げましたように、先ほ

ど２％、３％の問題も含めて、人件費全

体としてきちっとこの際見直す方向で、

基本的な路線を決めていただいて、ちゃ

んとした協議をする方向で頑張っていた

だきたいということでお願いしておきま

す。

　市町村振興補助金の関係もあったんで

すけども、結構です。

　人権意識調査の問題であります。ご答

弁では、前回のように小委員会で詰めて

いただきながら、この市民意識の動向を

調査によって把握をし、今後の基礎資料

としていくという答弁でありました。

　先ほどの大阪府の動きをちょっと紹介

させていただいたんですが、例えば従前

の同和対策を進める法的根拠、同対法で

すね。これが４年前の３月末で一応終結

をしたわけです、法律がなくなったと。

こういうことがまずあるわけですね。今、

大阪府や大阪市などがどういう方向にいっ

ているかと言いますと、この去年の調査

についてもそうなんですけども、改めて

今の差別について、解消の到達をきちん

と正確に評価しようとする立場ではなく

て、差別を温存して、逆に差別を誘発す

るという、こういう方向で行政が進めら

れていると。昨年の大阪府の人権問題に

関する府民意識調査の項目では、設問１

５の中で、例えば同和地区（被差別部落）

のイメージを問いかけていますけども。

イメージによって、上品か下品かと。優

しいか怖いかと。豊かか貧しいか。こう

いうばかにした言葉で設問をしていると。

今、あわせて問題になっているのは、こ

の府の教育委員会が校長先生に連絡して、

旧の同和地域の方をピックアップして、

そこに昔と比べてどうなのかと。対象者

を教育委員会に知らせて、そこに大阪府

が調査をするという、この昔の部落地名

鑑みたいな、そんなことを行政がやりな

がら人権の名を借りた差別の温存、利権

をあさっていくという流れはまだ続いて

おりますので、そういう意味で改めて本

市としては８年ぶりの定期的な意識調査

だけれども、そういう府の意向が入った

調査であれば、やめるべきだというふう

に思いますし、いただいた平成１０年の
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調査のときの説明を見ても、何でこんな

調査になるのかなと思っているんですけ

ども。

　例えば、本市の平成１０年の調査のと

きに、設問３０問ありました。この中で、

同和問題に関しては９問、３０％を占め

ているわけです。どんなことを質問した

といえば、例えば、これ平成１０年の調

査ですよ。同和地区や被差別部落がある

ことはあなたが初めて知ったのは、どの

ようなきっかけですかという。既婚の方

に対するアンケートとか、未婚の方に対

するアンケートとか、だから同和地区は

ないわけですから、基本的には法律もな

くなっているわけで、そういう同和とい

う言葉を使うことも含めて、こんな設問

を前回もしていますけども、今回は法律

は終結しているわけですから。その点を

きちんと受けとめて、人権全体の問題に

対して市民の方々のそれに対して意識が

わかるような調査にしていただいて、結

果として人権施策にきちっと反映できる

ようにしていただきたいと思うわけです。

これも助役の方がいいんでしょうかね。

よろしくお願いいたします。

　防災対策の問題です。ご答弁いただき

ました。個別の問題に入りますけども、

例えば税制改正によって、今国会に提案

をされていますけども、これは私どもも

ほかの会派の皆さんも、公共施設を含め

て個人の住宅の安全ということで、耐震

補強工事の問題についてもいろいろ論議

もこの間されてきたこともあると思うん

です。

　昭和５６年の５月３０日以前に建てた

建物に対して、税制改正では家屋を耐震

改修した場合、その費用の１割、上限２

０万ですけども、税額から控除しますよ

と。あわせて固定資産税についてもその

条件で２０１５年１２月３１日までに耐

震改修した場合に、一定期間の住宅の固

定資産税を半分減額しますよと。地震保

険に加入された場合、これは所得金額か

ら控除しますよと、こういう内容が今国

会に提案されています。だから、公共施

設の問題は当然行政が第一義的に取り組

んでいく課題でありますけども、こうい

う不十分ながらもそういう税改正が提案

されていますから、こういう点もぜひ周

知徹底していただいて、市民の方々が住

んでいる全体として安全性拡大できるよ

うに、その一助としていただきたいと。

　もう一つは、いわゆる先ほど課長の方

から到達について、数字は別にしまして、

現状、基礎的なものは大体そろったと。

これから対応能力の向上を図っていくの

だと。確かにそうだと思うんです。何で

もそうですけども、防災、まちづくりを

つくる上でも結局、地域コミュニティの

再生、拡充に当然つながっていくだろう

と思っています。事が発生した場合に、

地域全体としてこれ対応できる状態が最

終目標として出てくると思いますけれど

も。そういう点で、事が発生した場合に、

例えば避難場所でも、この避難場所はだ

れがこういう被害が発生した場合に、災

害が発生した場合に、だれが鍵をあけて、

だれがどういう指示をするのか、いろい

ろな具体的な問題が出てくると思います

けれども。それにしても、そういう場合

でも市民参加を徹底してやっていくとい

うことは保障になっていきますので、改

めて、これまでお話ありましたように、

自主防災組織、１０小学校ができていま

すし、市民の防災意識高まっていると。

そういう地元の方々の努力のおかげだと

いうこともおっしゃっていますし、より

発展させていただいて、そういう市民参

加の徹底をより図っていただきたいと。

最初の周知徹底の分だけ、ちょっとご答
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弁いただければと思います。

　小規模修繕工事登録制度の問題です。

いろいろ大阪府が実施されている自治体

の調査を受けて検討されているという状

況は、わかりました。

　以前、資料いただいた分で見ますと、

これは平成１６年度の修繕工事発注状況

を調べていただいた数字であります。５

０万円未満で８１０件、発注額は８，９

００万円という数字が出ています。先ほ

ど池田とか、いろいろ紹介がありまして、

実際あわせて摂津市の中小零細の業者も

指名をされているという中で、どこまで、

どの限度でこの登録制度を発足したらい

いのかという、そういう検討をしている

ということだと思います。「悩ましい」

という言葉はちょっと不適切だと思いま

すけども。例えば、３０万までしました

ら、単純計算ですけども、約４，０００

万ぐらいになるわけです。その金額だけ

でも池田の大体５倍ということになるわ

けですけども。いろいろ矛盾がないよう

にご意見聞いていただいて、１年間の論

議を待ちたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　そしたら、財政問題であります。政策

推進課長の方から、いろいろきついおし

かりも受けましたけれども、評価はして

いるわけですよ。それは日ごろのいろい

ろお互いの声の中でわかっているかと思

いますけども。行政のそういう努力があっ

てこそ、前提としてあってこそ、そうい

う就学援助についても利用しやすくして

いるわけですから、当然そういう結果を

生んでいるという点も含めて評価をして

いますので、きちんと受けとめていただ

いて、さらに努力をお願いしたいという

気持ちをまずお伝えしておきます。

　その上で、改めて昨年の８月、平成１

６年度決算に立って、平成２１年度まで

の数字が示されて、本会議でも平成２１

年度末までにはとりあえず実質収支は黒

字でいくんだという論拠にされて、ご答

弁があります。その前提として、例えば

人件費の問題は６割補充を前提としてい

ると。今、国会でも特別会計が問題になっ

ていますけども、本体予算の借金をふや

さないということで、下水道の平準化債、

これを１９、２０、２１、３年延ばして

約３５億円、それで賄いたいということ

など、いろんな条件を前提として加味さ

れて、黒字になりますよということも言

われていますので、いろいろ今後の財政

の流れを見ますと、数年前の時点でいろ

いろ僕らも財政見通しをどう見るかとい

うことで、いろいろ難しい判断もあった

んですけども、一定、よくなりつつある

のかなという気は個人的にしています。

　それで、先ほど財政状況で民生費の構

成比率の問題がありました。いろいろ公

債費も減っていますから、当然それが反

映されるんですけれども、いろんな問題

でも各自治体評価する場合は、各自治体

ごとにいろいろ条件の違いも年度ごとあ

りますので、それはそれとして具体的に

この平成１６年度は２８．９％で例えば

３０％の構成であれば、三億数千万のお

金をそこに投入できますよという数字を

示しておりますので、先ほど申し上げた

過去１０年間で最大の努力はされている

と思いますけども、最大の公共料金値上

げを今、押しつけようとしていますし、

そういうことでなくて、名誉の赤字とい

うこともあるわけですから、市民の生活

実態をきちっと直視して、その辺の問題

も含めて精査をしていただきたいと。

　そこで、お話にありました平成６年度、

シェイプアップ作戦を行った年でありま

す。２年前に借換債が約５０億円登場し

て、改めて過去の財政運営を見たんです
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けども、この平成６年、９４年ですね。

このときが摂津の約２０年近くの歴史の

中で最も公共料金の値上げを押しつけた

と。そして、単年度のその年度の市債発

行も１２９億ということで一番最大の年

でありました。それから、今日１２年た

ちました。市制施行４０年を迎えました。

ずっと身の丈に合った財政運営をという

ことを言ってきましたけども、この間、

平成６年のシェイプアップ作戦をはじめ

てから、ずっと借金もふえてきましたけ

れども、数年前から財政状況を好転させ

るということで、方向転換もし、最初申

し上げた市債まで下がってきたというこ

とになります。

　だから、そういうシェイプアップ作戦

を行った年度と１０年たって市制施行４

０年を迎えるという時点で改めて、市制

施行４０年迎えますから、摂津市民の生

活実態をきちんと見ていただいて、それ

をいかに守るかということを中心に据え

た運営をやっていただきたいと。

　先ほど、課長の方から改革プランの話

もありましたけれども、耐震偽装問題で、

いろいろ見てみますと、いわゆる構造改

革や規制緩和路線の先が見えるというこ

とで、またその問題の広がりを示されて

いますけれども。大阪府下で９８年の建

築確認申請の民間化ということでなって

から、現状は届け出の９０％が民間の検

査機関であります。１割が公的になって

いるという中で、公的な部分のノウハウ

の蓄積もなくなり、人も減って、結果と

して公的に再開するにしても、きちっと

した基準なり、検査する能力も低下して

いるという、そういう面では国民の安全

とか、生命とか、いろんなものがこの流

れの中でどんどん低下しているという路

線の中で、地方自治体に対しては、最初

申し上げた行政改革推進法案だとか、市

場化テスト法案だとか、より国もそうで

すけども、自治体も公的な仕事の部分を

市場化させていこうということで、その

ために民間大企業の方々が役員をつらね

ている委員会で、進行管理もし、それが

進んでいなければペナルティーを課しま

すよという８年前の最初の地方自治体に

比べれば、より強行にそういう流れを自

治体に推し進めていこうということで、

今国会で審議をされていますから、そう

いう点では市制施行４０年を迎えますけ

ども、いわゆる市民の暮らしを守るとい

う自治体のそういう役割をなかなかより

できないような、そういう大きな網がか

ぶさろうとしていますので、そういう点

をきちんと受けとめていただいて、就学

援助金制度の問題も含めて評価するを評

価していますし、市制施行４０年に当たっ

て、改めてそういう立場で頑張っていた

だきたいと思いますけども、この問題い

ついては最後に助役さんのご答弁をいた

だいて質問を終わりたいと思います。

○山本善信委員長　固定資産税の小規模

住宅用地にかかわる点については、要望

でよろしいですね。では、それ以外の点

についてどこからご答弁いただけますか。

　公室長。

○寺田市長公室長　まず、男女共同参画

社会をめざす取り組みといたしまして、

女性プランの見直しをこの１８年度に行

うわけでございますが、それの進捗状況

でご指摘の女性管理職の登用の問題でご

ざいますが、これは１６年度までは女性

管理職以外に、管理職全体でございます

が、この試験制度がございまして、これ

は他市にない本市の制度でございまして、

この試験制度については本人が試験を申

し込むという申請をしなければ管理職の

道はないということになります。

　今回から、その制度を改めまして、管
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理職前の課長代理級の職員全員に研修を

受けていただいて、そのレポートなりを

出していただいて、その評価とあわせて

各管理職の人事考課、それと部長の推薦

ということで、これらをもって管理職へ

の登用を図っていきたいと考えておりま

す。

　そういうことで、女性管理職の方もそ

ういう機会が拡大されたというふうに考

えているところであります。ただ、この

女性管理職の問題でございますが、ただ

女性の管理職をふやせばいいという結果

の平等ではなく、その機会の平等を与え

るということで、特に女性の管理職は管

理職として務められる職場環境というの

が我々としては大事かなというふうに思っ

ております。

　次に、人権問題でございまして、なる

ほど委員のご質問のように法的なものは

なくなりました。いわゆる地対財特法、

これは１４年３月に失効いたしました。

これによって決して同和地区がなくなっ

たという問題ではございません。この地

対財特法による地区指定がなくなったと

いうことでございまして、依然として同

和地区は存在がいたしております。

　そのことが果たしてこの地対財特法で、

一定、地域の環境改善等がなされたとい

うふうな判断で、法は失効したと思うん

ですが、ただその同和地区に対する差別

事象等がなくなったとは我々は考えてお

りません。

　現に、最近にぎわせておりますのは、

弁護士、あるいは行政書士の８業種ある

んですが、これらの業種においては、住

民票、戸籍等は専門用紙、公的な専門用

紙で請求ができるわけですね。それで請

求をした住民票等が不正な請求で取得し

た戸籍、住民票が興信所に流れていると

いう事実があります。現在、大阪府を中

心に調査をされておりまして、相当な件

数が上がってきております。

　これらは皆、すべて同和地区の調査で

ございます。こういう調査がまかり通っ

ているということは、いまだ差別意識が

なくなっていないというふうに判断をせ

ざるを得ないということであります。

　それと、先ほどの地対財特法がなくな

たったから、同和施策については一切行

われないという問題ではなく、その同和

に対する施策についても、特別な施策で

はなく、一般的な施策の中で行うという

ことでございますので、そのようにご理

解を賜りたいと考えております。大阪府

の教育委員会の調査については、私ども

はコメントする立場ではございませんの

で、それと本市の今回行います意識調査

については、本市独自の意識調査でござ

いますから、それとは何らかかわりはご

ざいませんので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本善信委員長　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、耐震改修の

促進税制の創設、固定資産税における減

免制度の周知徹底ということで、これは

何らかの機会をとらまえて周知をしてい

きたいと思っております。

　東南海・南海地震が１００年から１５

０年の周期にやってくると言われており

ます。いつ起きてもおかしくない状況に

なってまいりました。これらは災害を未

然に防ぐ、あるいは被害を最小化すると

いうことになりますと、住宅の耐震化が

もちろん重要になってまいります。本会

議のときにも説明させていただきました

ように、阪神・淡路大震災で死者のうち、

８３％は倒壊による圧死でございました。

それら含めまして、住宅の耐震化、これ

は緊急の課題というふうに思っておりま

す。
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　先ほど野口委員の方からございました

ように、所得税、それから住民税、固定

資産税におきましてもそれら税制で促進

策、あるいは優遇策を今、議論されてお

りますので、これは市民に周知徹底をい

たしまして、耐震化を図っていただけれ

ば、より被害が縮小されるのではないか

と思っております。

　財政運営につきまして、後で助役の方

から答弁あると思うんですけれども、１

つは本市の苦しい状況というのは公債費、

それから繰出金でございます。もちろん、

過去かなり事業をやってまいりました。

その反省もありまして、ここ５年間は非

常に財政規模を縮小しております。平成

１４年度一般会計の予算総額は３０９億

８，８００万でございました。今回、平

成１８年度は２８５億３，９５４万です

ので、２４億４，８００万ほど財政規模

を縮小しております。

　それの主な縮小の分は建設事業費で約

３０億縮小しております。それから、人

件費におきましては、１０億ほど減少し

ております。ただし、人件費につきまし

ては、退職手当を除く通常の人件費でご

ざいます。

　そういうことをやりながら、公債費の

発行を抑制していくということは、我々

財政運営で今後、将来見通したときに、

そういうことを抑制していかないと、ま

たぞろ公債費のピークも何年か後にやっ

てくるという反省に立ちまして、そうい

うことをやっております。

　以前の計画は無計画であったのかとい

うこともご指摘あろうかと思うんですけ

ども、平成９年は本市で一番税収が多い

年でございました。２０２億４，１００

万ありましたけれども、平成１６年度の

決算におきましては、１７２億８，５０

０万で、その差２９億５，６００万税収

が落ちております。ただ、この税収を落

ちた分には、臨時財政対策債等の負担が

ありますけれども、当時、今、思います

と、２９億円も税収が落ちるとはつゆと

も思ってはおりませんでした。ただ、そ

のときも２０２億円がふえ続けるとも思っ

ておりませんでしたけれども、そういう

いろんな社会情勢の影響がありまして、

かなり税収が落ちております。これを１

つはベースに歳入に合った歳出、当然こ

れを堅持していきたいと思っております。

　ただ、いろいろ大きなプロジェクトの

事業構想がございます。それらにつきま

しては、いろんな手法を使いまして、実

施するのであれば平準化をし、あるいは

経費節減になるような方策を当然、財政

としても訴えていきたいと思っておりま

す。

○山本善信委員長　助役。

○小野助役　今後、基本的にどういう形

で事業を進めていくのかということで、

野口委員の方で、ことし１億２，０００

万ほど税が伸びているということで、銀

行なり企業なりが非常に活況であるとい

うことで、回復してくるのではないかと

いう点でございます。

　ただ、本市の基本的な考え方は、やは

り財政再建が第一義であります。なぜな

らば現実に今日まで基金の取り崩しで賄っ

てきたという現実、基金が温存できてい

ないということ。それから、起債の借換

等によって、起債の発行によってもたし

ておるということで、財政構造の変革は

できておりません。そういったことから

考えますと、やはり第一義的には財政再

建であろうと思っております。

　それで、過日の建設常任委員会でも議

論になったのは、道路特定財源を例えば

道路補修工事費にもっと回すべきである

という議論もあったそうであります。そ
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ういったことで、考えてみますと、そう

いうことの中身で今後やっていくのであ

れば、今申し上げたような形の中で考え

ていきたいと思っております。

　また、平成１４年の市民の意識調査結

果がございます。今後考えていくときに、

先ほどパブリックコメントなり、市民の

ニーズということで言われていますが、

いわゆる不満の最も多い施策、そしてもっ

と予算をつぎ込んでいい施策というのが

出ております。これを見ておりますと、

確かに公共団体は市民福祉の向上ですか

ら、福祉ということはよくわかりますが、

やはり市内の道路網、中心街、交通事故

の少ないまち、バリアフリー、財政の均

衡、生活道路、これらがアンケート調査

に対しまして５０％を超えておるという

のも事実でございますし、またもっと予

算をかけてくれというのがバリアフリー

であり、小売業、サービス業の活性化で

あり、公共交通網、障害児の教育を受け

る形、中心街、こういったことの中で考

えてまいりますと、総合行政としての市

としては考えていくときに、今申し上げ

ているような中身で、基本的には財政再

建を図らなければならない。ただ、前回

から申し上げておりますように、このこ

とに余り気をとられ過ぎると、人口減が

起こりはしないかということを気にいた

します。

　すなわち、人口減はすなわち税収に直

接にはね返ってくるということがありま

すから、この辺のことをよく見ながら考

えていきたいと思っております。

　平成１７年の国勢調査でも、これは茨

木が７，０００名伸びているはずであり

ます。寝屋川が８，０００人減った。そ

して高槻も５，０００人減った。豊中も

減った。摂津は若干微減と、だからこう

いうことを考えてまいりますと、総合的

な行政の中で、財政運営を行い、そして

人口の問題をよくにらみながら、総合的

に行政を進めていくという考え方で、平

成１８年度、また１９年度の中で、運営

をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○山本善信委員長　野口委員。

○野口委員　ご意見だけにしておきます。

財政問題でありますけども、お手元に平

成１３年度決算のときにつくった財源不

足の試算値の表があります。このときの

表を見ますと、平成２１年度、平成１３

年度末の基金残高７１億ということで、

財源不足の１８５を引きますと、１１４

億円の赤字になりますよと。平成１３年

の決算をつくった将来の財源予測値では、

今日はプラスになりますということで、

それだけいろんなことがあって、そうい

う結果をつくっているわけですから、そ

ういう点は逆の言い方で言えば、それだ

け頑張ってきたということになろうかと

思いますけれども、その上で、市制施行

４０年迎えますので、改めて財政再建も

そうでありますけれども、身の丈に合っ

た施政運営の中で、自治体の役割をいか

に果たしていくかということで、頑張っ

ていただきたいということをお願いして

終わります。

○山本善信委員長　ほかに。

　森西委員。

○森西委員　それでは、予算概要に従っ

て質問させていただきます。

　まず、１７ページですけれども、先ほ

どからも上がっておりますけれども、市

制４０周年の記念式典の事業ですが、今

の財政状況のもと、お金を余りかけずに

式典を行っていくと、４０周年の事業を

行っていくというようなお話ですけれど

も、しかしながら市民全員で摂津市の４

０周年を祝うべきであろうと。今まで先
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人の方がご労苦されて、摂津市をつくり

上げてきたということでは、特定の人だ

けでなく、摂津市民８万５，０００人す

べてのものが４０周年を祝うべきであろ

うというふうに私は思うんですけれども、

この記念式典にやはり参加をされる方と

いうのは、特定をされた参加の方になろ

うかと思うんです。その人選ですね。８

万５，０００人おられる中から、何名の

方を呼ばれるか。まだそこまではないの

かもわかりませんけれども。どういうふ

うな人選をして、どういうふうな方を記

念式典に呼ばれるのかというのをお聞き

をいたします。

　続いて、１９ページですが、広報の事

務事業で、広報せっつ、こちらの３月お

知らせ版のところに、広報せっつに広告

を掲載と、広告主を募集ということが書

かれておりますけれども、この広告の掲

載の基準などについてということでは、

市の広報紙としての品位、公共性及び公

益性を妨げないものであって、市民に不

利益を与えない中立性のあるものとしま

すと、これは毎月４枠であって、広告を

される申込者の責任で広告を作成されて

デザインについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれども、この広告

の掲載の基準にある、広報紙としての品

位、公共性及び公益性を妨げないものと、

市民に不利益を与えない中立性のあるも

のという部分、このお知らせ版の中に載

せるのであるから、短い文章になってい

ると思うんですけども、具体的にどうい

うふうなことを考えておられるのか、お

聞かせいただけますか。

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ
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になっておりますけれども、この広告の

掲載の基準にある、広報紙としての品位

、公共性及び公益性を妨げないものと、

市民に不利益を与えない中立性のあるも

のという部分、このお知らせ版の中に載

せるのであるから、

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれども、この広告

の掲載の基準にある、広報紙としての品

位、公共性及び公益

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれども、この広告

の掲載の基準にある、広報紙とし

　続いて、２２ページの公共施

○杉本総務防災課長　お答えします。

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうな

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問の

方でいろいろとご説明はあったんですけ

れども、予算措置をされる以前は、予算

の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、

　続いて、２２ページの公共施
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○有山政策推進課長　予算概要の２２ペー

ジの公共施設の巡回バスの試行運転とい

うことで、問題、課題というご質問でご

ざいます。本会議でも答弁させていただ

いておりますように、２点検証する必要

があると思っております。その部分につ

きましては、市民の皆様がどれぐらいの

ご利用があるのかということでございま

す。もう一点は、利用されることによっ

て、既存のバス路線にどのような影響を

与えるのかという２点が問題になろうか

と思っております。

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在で

　続いて、２２ページの公共施設の巡回バ

スの試行運転ですが、これは代表質問の

方でいろいろとご説明はあったんですけ

れども、予算措置をされる以前は、予算

の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のと

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で走

らされるとい

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ

になっておりますけれども、この広告の

掲載の基準にある、広報紙としての品位、

公共性及び公益性を妨げないものと、市

民に不利益を与えない中立性のあるもの

という部分、このお知らせ版の中に載せる

のであるから、短い文章になっていると

思うんですけども、具体的にどういうふ

うなことを考えておられるのか、お聞か

せいただけますか。ますように、このこ

とに余り気をとられ過ぎると、人口減が

起こりはしないかという

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予
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算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ

になっておりますけれども、この広告の

掲載の基準にある、広報紙としての品位

、公共性及び公益性を妨げないものと、

市民に不利益を与えない中立性のあるも

のという部分、このお知らせ版

　続いて、２２ページの公共

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ

になっておりますけれども、この広

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれ

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ

になっておりますけれども、この広告の

掲載の基準にある、広報紙としての品位

、公共性及び公益性を妨げないものと、

市民に不利益を与えない中立性のあるも

のという部分、このお知らせ版の中に載

せるのであるから、短い文章になってい

ると思うんですけども、具体的にどうい
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うふうなことを考えておられるのか、お

聞かせいただけますか。ますように、こ

のことに余り気をとられ過ぎると、人口

減が起こりはしないかということを気に

いたします。り強行にそういう流れを自

治体に推し進めていこうということで、

今国会で審議をされていますから、そう

いう点では市制施行４０年を迎えますけ

ども、いわゆる市民の暮らしを守るとい

う自治体のそういう役割をなかなかより

できないような、そういう大

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれども、この広告

の掲載の基準にある、広報紙としての品

位、公共性及び公益性を妨げないものと

、市民に不利益を与えない中立性のある

ものという部分、このお知らせ版の中に

載せるのであるから、短い文章になって

いると思うんですけども、具

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということに

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問の

方でいろいろとご説明はあったんですけ

れども、予算措置をされる以前は、予算

の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で走

らされるということになって、詳しく具

体的にどういうふうなことが課題である

のか、問題が恐らく出てくるであろうと

いう部分が、今のところ現在でわかるよ

うであれば、お聞かせいただけますか。

インについても広告を出される方で作成

費用をお願いをするということで

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予
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算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれども、この広告

の掲載の基準にある、広報紙としての品

位、公共性及び公益性を妨げないものと

、市民に不利益を与えない中立性のある

ものという部分、このお知らせ版の中に

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ

になっておりますけれども、この広告の

掲載の基準にある、広報紙としての品位

、公共性及び公益性を妨げないものと、

市民に不利益を与えない中立性のあるも

のという部分、このお知らせ版の中に

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということに

なっておりますけれども、この広告の掲

載の基準にある、広報紙としての品位、

公共性及び公益性を妨げないものと、市民

に不利益を与えない中立性のあるものと

いう部分、このお知らせ版の中に載せるの

であるから、短い文章になっていると思

うんですけども、具体的にどういうふう

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか
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るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用をお願いをするということで、

これは先着順に審査し決定するというこ

とになっておりますけれども、この広告

の掲載の基準にある、広報紙としての品

位、公共性及び公益性を妨げないものと

、市民に不利益を与えない中立性のある

ものという部分、このお知らせ版の中に

載せるのであるから、短い文章に

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなこ

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問の

方でいろいろとご説明はあったんですけ

れども、予算措置をされる以前は、予算

の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどうい

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんですけ

れども、予算措置をされる以前は、予算

の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うん

　続いて、２２ページの公共施

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課

題であったと思うんですけれども、試行

で走らされるということになって、詳し

く具体的にどういうふうなことが課題で

あるのか、問題が恐らく出てくるであろ

うという部分が、今のところ現在でわか

るようであれば、お聞かせいただけます

か。インについても広告を出される方で

作成費用

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんですけ

れども、予算措置をされる以前は、予算

の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で

走らされるということになって、詳しく

具体的にどういうふうなことが課題であ

るのか、問題が恐らく出てくるであろう

という部分が、今のところ現在でわかる

ようであれば、お聞かせいただけますか

。インについても広告を出される方で作

成費用をお願いをするということで、こ

れは先着順に審査し決定するということ

になっておりますけれども、この広告の

掲載の基準にある、広報紙としての品位
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、公共性及び公益性を妨げないものと、

市民に不利益を与えない中立性のあるも

のという部分、このお知らせ版の中に載

せるのであるから、短い文章になってい

ると思うんですけども、具体的にどうい

うふうなことを考えておられるのか、お

聞かせいただけますか。ますように、こ

のことに

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご説明はあったんです

けれども、予算措置をされる以前は、予

算の措置ができるかどうかというのが課題

であったと思うんですけれども、試行で走

らされるということになって、詳しく具

体的にどういうふうなことが課題である

のか、問題が恐らく出てくるであろうと

いう部分が、今のところ現在でわかるよ

うであれば、お聞かせいただけますか。

イン

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バス

　続いて、２２ページの公

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろとご

　続いて、２２ページの

　続いて、２２ページの公

　続いて、２２ページの公

　続いて、２２ページの公共施設の巡

　続いて、２２ページの公共施設

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが

　続いて、２２ページ

　続いて、２２ページの公

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろい

　続いて、２２ページの

　続いて、２２ページの公

（午後４時４４分　再開）

　続いて、２２ページの公共施設の巡

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行運転ですが、これは代表質問

の方でいろいろ

　続いて、２２ページの公

　続いて、２２ページの公

　続いて、２２ページの公共施設の巡回

バスの試行
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